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ID:　1284　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 資格確認書の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第7条第3項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第7条の規定による。 

(資格確認書の再交付及び返還) 

第7条　世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたと

きは、第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、

第2号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示し

て、その再交付を申請することができる。 

(1)　次に掲げる事項 

イ　被保険者の氏名及び生年月日 

ロ　被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号 

ハ　再交付申請の理由 

(2)　世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)

が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの 

イ　個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣

府・総務省令第3号)第1条第1号に掲げる書類 

ロ　イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類す

る書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が

当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であるこ

とを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認め

るもの 

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又

は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当

該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち2以上の書類 

2　資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書

を添えなければならない。 

3　市町村は、第1項の規定による申請があつたときは、資格確認書を世帯主に再交付しなけれ

ばならない。 

4　世帯主は、資格確認書の再交付を受けた後、失つた資格確認書を発見したときは、直ちに、

発見した資格確認書を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。 

5　世帯主以外の者が世帯主を代理して第1項の申請をする場合には、同項第1号に掲げる事項

を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個

人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第2号イからハまで

のいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)

を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の

者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該
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 個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世

帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの

書類を添えなければならない。 

(1)　世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本そ

の他その資格を証明する書類 

(2)　世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委

任状 

(3)　前2号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一

に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をす

ることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類 

6　前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を

公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一

の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1285　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 高齢受給者証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第7条の4第1項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第7条の4第1項の規定による。 

(高齢受給者証の交付等) 

第7条の4　市町村は、法第42条第1項第3号又は第4号の規定の適用を受ける被保険者の属する

世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)であつて、当該被保険者

に係る資格確認書(一部負担金の割合が記載されていないものに限る。)の交付を受けてい

るものに対し、様式第1号の4又は様式第1号の5による一部負担金の割合を記載した証(以下

「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1286　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 高齢受給者証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第7条の4第4項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第7条の4第4項の規定による。 

(高齢受給者証の交付等) 

第7条の4 

4　世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたとき

は、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、

第7条第1項第2号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限

る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 

(1)　被保険者の氏名及び生年月日 

(2)　被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号 

(3)　再交付申請の理由 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日
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ID:　1287　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 特定疾病受療証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第27条の13第8項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第27条の13第8項の規定による。 

　(特定疾病に係る市町村又は組合の認定) 

第27条の13 

8　世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を

当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければなら

ない。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1288　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 限度額適用認定証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第27条の14の2第2項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第27条の14の2第2項の規定による。 

(令第29条の4第1項第1号又は第2号の市町村又は組合の認定) 

第27条の14の2 

2　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次

の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条

において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出が

あつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認

書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に

交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村

又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りで

ない。 

(1)　市町村　様式第1号の8による限度額適用認定証 

(2)　組合　様式第1号の8の2による限度額適用認定証 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1289　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 限度額適用認定証の再交付(第26条の3第5項の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第27条の14の2第5項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第27条の14の2第5項及び準用する省令第26条の3第5項の規定による。 

(令第29条の4第1項第1号又は第2号の市町村又は組合の認定) 

第27条の14の2 

5　第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適

用認定証について準用する。 

 

　(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定) 

第26条の3 

5　世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請

書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければ

ならない。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1291　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 特別療養証明書の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第28条第2項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第28条第2項の規定による。 

(特別療養給付の申請) 

第28条 

2　前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分

に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証

明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなけれ

ばならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項

の者に係る法第54条の3第1項又は第2項本文の規定の適用を受けていた場合は、この限りで

ない。 

(1)　市町村　様式第2による特別療養証明書 

(2)　組合　様式第2の2による特別療養証明書 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1292　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 特別療養証明書の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第28条第6項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第28条第6項の規定による。 

　(特別療養給付の申請) 

第28条 

6　世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を

当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければなら

ない。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1304　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 都市再生推進法人の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第118条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第118条第1項の規定による。 

　(都市再生推進法人の指定) 

第118条　市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法

人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社で

あって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その

申請により、都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1315　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中心市街地の活性化に関する法律　第22条第1項

 
法 令 番 号 平成10年法律第92号

 【基準】 

　法第23条の規定による。 

　(認定の基準) 

第23条　市町村長は、前条第1項の認定(以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」と

いう。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合

すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 

(1)　第9条第2項第4号に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに適合する

ものであること。 

(2)　良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものである

こと。 

(3)　都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下この号及

び第7号において同じ。)の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近

接するものであること。 

(4)　共同住宅が地階を除く階数が3以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、

当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。 

(5)　住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。 

(6)　住宅の規模、構造及び設備が、当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省

令で定める基準に適合するものであること。 

(7)　共同住宅の建設の事業(当該事業と併せて都市福利施設の整備を行う場合には当該都

市福利施設の整備に関する事業を含む。)に関する資金計画が、当該事業を確実に遂行す

るため適切なものであること。 

(8)　住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ　賃貸住宅の賃借人の資格を、次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。 

(1)　自ら居住するため住宅を必要とする者 

(2)　自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者 

ロ　賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められ

るものであること。 

ハ　賃貸住宅の賃借人の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定め

る基準に従い適正に定められるものであること。 

ニ　賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

ホ　賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以

上であること。 

(9)　住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 

イ　分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としている

ものであること。 

(1)　自ら居住するため住宅を必要とする者 

(2)　親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者 
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 (3)　自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者 

ロ　分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるもので

あること。 

ハ　分譲住宅の譲受人の募集及び選定の方法並びに譲渡の条件が、国土交通省令で定め

る基準に従い適正に定められるものであること。 

ニ　譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、建築基準法(昭和25年

法律第201号)第69条又は第76条の3第1項の規定による建築協定の締結により行われる

ものであることその他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであるこ

と。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1316　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 認定計画の変更認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中心市街地の活性化に関する法律　第25条第1項

 
法 令 番 号 平成10年法律第92号

 【基準】 

　法第25条の規定による。 

　(認定計画の変更) 

第25条　計画の認定を受けた者(次条から第31条まで及び第81条において「認定事業者」とい

う。)は、当該計画の認定を受けた第22条第1項の計画(第28条及び第31条において「認定計

画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、

市町村長の認定を受けなければならない。 

2　前2条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 

 
標準処理期間 20日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1317　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 地位の承継の承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中心市街地の活性化に関する法律　第27条

 
法 令 番 号 平成10年法律第92号

 【基準】 

　法第27条の規定による。 

　(地位の承継) 

第27条　認定事業者の一般承継人又は認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施す

る区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得

した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位

を承継することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1320　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 中心市街地整備推進機構の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中心市街地の活性化に関する法律　第61条第1項

 
法 令 番 号 平成10年法律第92号

 【基準】 

　法第61条第1項の規定による。 

　(中心市街地整備推進機構の指定) 

第61条　市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実

に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下

「推進機構」という。)として指定することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1340　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 沿道整備推進機構の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
幹線道路の沿道の整備に関する法律　第13条の2第1項

 
法 令 番 号 昭和55年法律第34号

 【基準】 

　法第13条の2第1項の規定による。 

　(沿道整備推進機構の指定) 

第13条の2　市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適

正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構

(以下「機構」という。)として指定することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1455　  

担当部署:　くらし安全課　 

 

処分の概要 一般廃棄物収集・運搬業の許可の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第7条第2項

 
法 令 番 号 昭和45年法律第137号

 【基準】 

　法第7条第2項の規定による。 

　(一般廃棄物処理業) 

第7条　 

2　前項の許可は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間

の経過によつて、その効力を失う。 

 
標準処理期間 20日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1456　  

担当部署:　くらし安全課　 

 

処分の概要 一般廃棄物処分業の許可の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第7条第7項

 
法 令 番 号 昭和45年法律第137号

 【基準】 

　法第7条第7項の規定による。 

　(一般廃棄物処理業) 

第7条　 

7　前項の許可は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間

の経過によつて、その効力を失う。 

 
標準処理期間 20日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1530　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 介護給付費等の負担額の特例認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第31条

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第31条の規定による。　 

　(介護給付費等の額の特例) 

第31条　市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サ

ービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護

給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を適用する場合においては、同

項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。 

2　前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給

について前条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準と

して、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た

額とする」とする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1539　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行令　第29条の2第7項

 
法 令 番 号 昭和33年政令第362号

 【基準】 

　政令第29条の2第7項の規定による。 

　(月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 

第29条の2 

7　被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による

市町村又は組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険

法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき

ものをいう。第29条の3第8項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対

象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合の認定を受

けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定

疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超

えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を

高額療養費として支給する。 

 

　省令第27条の12の2第1項及び第2項の規定による。 

(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定) 

第27条の12の2　令第29条の2第7項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において

「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲

げる事項を、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第7項に規定する厚生労働大

臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由

して、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に申し出なければならない。 

(1)　認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 

(2)　認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第41条第7項に規定す

る厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称 

(3)　被保険者記号・番号 

2　認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、

令第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する

書類を提出しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写

しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1541　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 障害物の伐除の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市計画法　第26条第1項及び第3項

 
法 令 番 号 昭和43年法律第100号

 【基準】 

　法第26条の規定による。　 

　(障害物の伐除及び土地の試掘等) 

第26条　前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、

その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは

垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボ

ーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合

において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないとき

は、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該

土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府

県知事等」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合にお

いて、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事

等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見

を述べる機会を与えなければならない。 

2　前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、

伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又

は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。 

3　第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障

害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその

場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないと

きは、国土交通大臣、都道府県若しくは市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、前

2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただち

に、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、

遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1564　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

都市再生歩行者経路協定の認可(法第45条の13第3項において準用する退避経路

協定、第45条の14第3項において準用する退避施設協定、第45条の21第3項にお

いて準用する非常用電気等供給施設協定、第73条第2項において準用する都市再

生整備歩行者経路協定及び第109条の4第3項において準用する立地誘導促進施

設協定を含む。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第45条の2第4項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第45条の2第4項及び第45条の4第1項の規定による。 

　(都市再生歩行者経路協定の締結等) 

第45条の2　 

4　都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。 

 

　(都市再生歩行者経路協定の認可) 

第45条の4　市町村長は、第45条の2第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するとき

は、同項の認可をしなければならない。 

(1)　申請手続が法令に違反しないこと。 

(2)　土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 

(3)　第45条の2第2項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣

接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土

交通省令で定める基準に適合するものであること。 

(4)　その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。 

2　市町村長は、第45条の2第4項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、

その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の

縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1565　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

都市再生歩行者経路協定の変更認可(法第45条の13第3項において準用する退避

経路協定、第45条の14第3項において準用する退避施設協定、第45条の21第3項

において準用する非常用電気等供給施設協定、第73条第2項において準用する都

市再生整備歩行者経路協定及び第109条の4第3項において準用する立地誘導促

進施設協定を含む。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第45条の5第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第45条の5の規定による。 

　(都市再生歩行者経路協定の変更) 

第45条の5　協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及

ばない者を除く。)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場

合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければなら

ない。 

2　前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1566　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

都市再生歩行者経路協定の廃止の認可(法第45条の13第3項において準用する退

避経路協定、第45条の14第3項において準用する退避施設協定、第45条の21第3

項において準用する非常用電気等供給施設協定、第73条第2項において準用する

都市再生整備歩行者経路協定及び第109条の4第3項において準用する立地誘導

促進施設協定を含む。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第45条の9第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第45条の9第1項の規定による。 

　(都市再生歩行者経路協定の廃止) 

第45条の9　協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及

ばない者を除く。)は、第45条の2第4項又は第45条の5第1項の認可を受けた都市再生歩行者

経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市

町村長の認可を受けなければならない。 

2　市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1567　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

一の所有者による都市再生歩行者経路協定の認可(法第45条の13第3項において

準用する退避経路協定、第45条の14第3項において準用する退避施設協定、第45

条の21第3項において準用する非常用電気等供給施設協定、第73条第2項におい

て準用する都市再生整備歩行者経路協定及び第109条の4第3項において準用す

る立地誘導促進施設協定を含む。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第45条の11第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第45条の11の規定による。 

　(一の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定) 

第45条の11　都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存

しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めると

きは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定

を定めることができる。 

2　市町村長は、前項の認可の申請が第45条の4第1項各号のいずれにも該当し、かつ、当該都

市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要であると認める場

合に限り、前項の認可をするものとする。 

3　第45条の4第2項の規定は、第1項の認可について準用する。 

4　第1項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して3年以内において

当該協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになった時から、第45条の4第2

項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再

生歩行者経路協定となる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1568　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 負担限度額認定証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項

介護保険法施行規則　第83条の6第7項(第97条の4及び第172条の2において準用

する場合を含む。)

 
法 令 番 号 平成11年厚生省令第36号

 【基準】 

　省令第83条の6第7項の規定による。 

(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) 

第83条の6 

7　要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項

(第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書

を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。 

(1)　次に掲げる事項 

イ　氏名、生年月日及び住所 

ロ　個人番号 

ハ　再交付申請の理由 

(2)　個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの 

イ　個人番号カード又は番号利用法施行規則第1条第1項第1号に掲げる書類 

ロ　イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類す

る書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行

う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人

と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるも

の 

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第2条第3項第1号に掲げる書類又

は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市

町村長が適当と認めるもののうち2以上の書類 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1571　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 特定入所者の負担限度額の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項

介護保険法施行規則　第83条の6第1項(第97条の4及び第172条の2において準用

する場合を含む。)

 
法 令 番 号 平成11年厚生省令第36号

 【基準】 

　省令第83条の6第1項の規定による。　 

(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定) 

第83条の6　前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けよ

うとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければ

ならない。 

(1)　前条各号のいずれかに該当する旨 

(2)　氏名、生年月日、住所及び個人番号 

(3)　指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている

場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地 

(4)　前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日 

(5)　被保険者証の番号 

(6)　特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給

付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1574　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 負担限度額及び特定負担限度額の差額の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項

介護保険法施行規則　第83条の8第1項(第97条の4及び第172条の2において準用

する場合を含む。)

 
法 令 番 号 平成11年厚生省令第36号

 【基準】 

　省令第83条の8第1項の規定による。 

　(特定入所者の負担限度額に関する特例) 

第83条の8　市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に

要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用

額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額

(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保

険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金

額から食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同

じ。)及び居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をい

う。第3項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支

給することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1575　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 受給資格及び手当額の認定(住所変更後の認定を含む。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律　第6条

 
法 令 番 号 平成22年法律第19号

 【基準】 

　法第4条及び第6条の規定による。 

　(支給要件) 

第4条　子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支

給する。 

(1)　子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 

(2)　父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を

維持する者 

(3)　子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護

されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 

2　前項第1号又は第3号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監

護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか

当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくす

るものとみなす。 

　(認定) 

第6条　受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども

手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなけ

ればならない。 

2　前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更

した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同

項と同様とする。 

 

参照　平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1580　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 子ども手当の増額の改定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律　第8条第1項

 
法 令 番 号 平成22年法律第19号

 【基準】 

　法第8条の規定による。 

　(子ども手当の額の改定) 

第8条　子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至

った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求を

した日の属する月の翌月から行う。 

2　前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。 

3　子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った

場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 

 

参照　平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1588　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 都市利便増進協定の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第74条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第74条及び第75条の規定による。 

(都市利便増進協定) 

第74条　都市再生整備計画に記載された第46条第25項に規定する区域内の1団の土地の所有

者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指

定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する

者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)

又は第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体

的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の

認定を申請することができる。 

2　都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1)　都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置 

(2)　前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法 

(3)　第1号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法 

(4)　都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続 

(5)　都市利便増進協定の有効期間 

(6)　その他必要な事項 

(都市利便増進協定の認定基準) 

第75条　市町村長は、前条第1項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合に

おいて、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協

定の認定をすることができる。 

(1)　土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。 

(2)　都市利便増進協定において定める前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項の内容が適

切であり、かつ、第46条第25項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合す

るものであること。 

(3)　都市利便増進協定において定める前条第2項第4号から第6号までに掲げる事項の内容

が適切なものであること。 

(4)　都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1589　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 都市利便増進協定の変更認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第76条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第76条及び第75条の規定による。 

(都市利便増進協定の変更) 

第76条　土地所有者等又は第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定

の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交

通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなけれ

ばならない。 

2　前条の規定は、前項の場合について準用する。 

(都市利便増進協定の認定基準) 

第75条　市町村長は、前条第1項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合に

おいて、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協

定の認定をすることができる。 

(1)　土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。 

(2)　都市利便増進協定において定める前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項の内容が適

切であり、かつ、第46条第25項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合す

るものであること。 

(3)　都市利便増進協定において定める前条第2項第4号から第6号までに掲げる事項の内容

が適切なものであること。 

(4)　都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1595　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の公募指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
介護保険法　第78条の13第1項

 
法 令 番 号 平成9年法律第123号

 【基準】 

　法第78条の13第1項の規定による。 

　(公募指定) 

第78条の13　市町村長は、第117条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事

業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区

域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着

型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他

の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の見込量の確保及び質の

向上のために特に必要があると認めるときは、その定める期間(以下「市町村長指定期間」

という。)中は、当該見込量の確保のため公募により第42条の2第1項本文の指定を行うこと

が適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という。)に所在する事業所(定

期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「市町村長指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)の事業を行う事業所に限る。以下「市町

村長指定区域・サービス事業所」という。)に係る同項本文の指定を、公募により行うもの

とする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1602　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 地域相談支援給付費等の相談支援給付決定

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の5第1

項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の5及び第51条の7の規定による。 

　(地域相談支援給付費等の相談支援給付決定) 

第51条の5　地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」

という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨

の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。 

2　第19条(第1項を除く。)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。この場合にお

いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

　(給付要否決定等) 

第51条の7　市町村は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状

態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案

して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第51条の12において「給付

要否決定」という。)を行うものとする。 

2　市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定める

ところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見

を聴くことができる。 

3　市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見

を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家

族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 

4　市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める

場合には、主務省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害者に対し、第51条

の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提

出を求めるものとする。 

5　前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、主務省令で定める

場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案

を提出することができる。 

6　市町村は、前2項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第1項の主務省令で定

める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。 

7　市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位と

して主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量

(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。 

8　市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対

し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を

記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければ

ならない。 

 
標準処理期間 30日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1603　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 地域相談支援給付決定の変更

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の9第1

項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の9の規定による。 

　(地域相談支援給付決定の変更) 

第51条の9　地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地

域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要が

あるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の

変更の申請をすることができる。 

2　市町村は、前項の申請又は職権により、第51条の7第1項の主務省令で定める事項を勘案し、

地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の

変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支

援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。 

3　第19条(第1項を除く。)、第20条(第1項を除く。)及び第51条の7(第1項を除く。)の規定は、

前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技

術的読替えは、政令で定める。 

4　市町村は、第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受

給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1605　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 地域相談支援給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の14第

1項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の14第1項の規定による。 

　(地域相談支援給付費) 

第51条の14　市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内

において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事

業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を

受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、

当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条に

おいて同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1606　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 特例地域相談支援給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の15第

1項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の15第1項の規定による。 

　(特例地域相談支援給付費) 

第51条の15　市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第51条の6第1項の申請をした日から

当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない

理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令

で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給

付費を支給することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1607　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 計画相談支援給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の17第

1項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の17第1項の規定による。 

　(計画相談支援給付費) 

第51条の17　市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に

対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用

について、計画相談支援給付費を支給する。 

(1)　第22条第4項(第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等

利用計画案の提出を求められた第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者若

しくは障害児の保護者又は第51条の7第4項(第51条の9第3項において準用する場合を含

む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第51条の6第1項若しくは

第51条の9第1項の申請に係る障害者　市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者

(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項

において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支

給決定等を受けたとき。 

(2)　支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者　指定特定相談支援事業者から

当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」とい

う。)を受けたとき。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1608　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 特例計画相談支援給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の18第

1項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の18第1項の規定による。 

　(特例計画相談支援給付費) 

第51条の18　市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援

(第51条の24第1項の主務省令で定める基準及び同条第2項の主務省令で定める指定計画相

談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認

められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画

相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定め

るところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を

支給することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1609　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定特定相談支援事業者の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の20第

1項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の20第1項の規定による。 

　(指定特定相談支援事業者の指定) 

第51条の20　第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定める

ところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申

請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」と

いう。)ごとに行う。 

2　第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)の規定は、第51条の17第1項第1号の指定

特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第36条第3項第1号中「都

道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、

政令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1610　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定特定相談支援事業者の指定の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第51条の21第

1項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第51条の21第1項の規定による。 

　(指定の更新)　 

第51条の21　第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者及び第51条の17第1項第1号の指定

特定相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過に

よって、それらの効力を失う。 

2　第41条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場

合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1614　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 高額障害福祉サービス等給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　第76条の2第1

項

 
法 令 番 号 平成17年法律第123号

 【基準】 

　法第76条の2第1項の規定による。 

第76条の2　市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第24条第2項

に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要し

た費用の合計額(それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要

した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用に

つき支給された介護給付費等及び同法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるも

の並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、

高額障害福祉サービス等給付費を支給する。 

(1)　支給決定障害者等 

(2)　65歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第24条第2項に規定

する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支

給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉

サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定

を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事

情を勘案して政令で定めるもの 

2　前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額

障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購

入等に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1615　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 地域相談支援受給者証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令　第26条

の8

 
法 令 番 号 平成18年政令第10号

 【基準】 

　政令第26条の8の規定による。 

　(地域相談支援受給者証の再交付) 

第26条の8　市町村は、地域相談支援受給者証(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受

給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決

定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交

付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交

付しなければならない。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1617　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 障害児通所給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第21条の5の3第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第21条の5の3及び第21条の5の7の規定による。 

第21条の5の3　市町村は、通所給付決定保護者が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決

定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指

定障害児通所支援事業者」という。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)

を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第7項に規定する

支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提

供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(以下「通所特

定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。 

2　障害児通所給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得

た額とする。 

(1)　同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援

に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額

を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額 

(2)　当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める

額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当

該相当する額) 

 

第21条の5の7　市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身

の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の

利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の

要否の決定(以下この条及び第33条の23の2第1項第2号において「通所支給要否決定」とい

う。)を行うものとする。 

2　市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所そ

の他内閣府令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児童相

談所等」という。)の意見を聴くことができる。 

3　児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支

給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことがで

きる。 

4　市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定

める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に

対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援

利用計画案の提出を求めるものとする。 

5　前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令

で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利

用計画案を提出することができる。 
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 6　市町村は、前2項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第1項の内閣府令で定

める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。 

7　市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内

閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支

給量」という。)を定めなければならない。 

8　通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に

限り、その効力を有する。 

9　市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定め

るところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載し

た通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。 

10　指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、

指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとす

る。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 

11　通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者から指定通所支援を受けたとき(当該

通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示したときに限

る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべ

き当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費とし

て当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代

わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。 

12　前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付

費の支給があつたものとみなす。 

13　市町村は、指定障害児通所支援事業者から障害児通所給付費の請求があつたときは、第21

条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準及び第21条の5の19第2項の指定通所支援

の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照ら

して審査の上、支払うものとする。 

14　市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができ

る。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1618　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 特例障害児通所給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第21条の5の4第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第21条の5の4及び第21条の5の7の規定による。 

第21条の5の4　市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で

定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援(第21条の5

の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)

について、特例障害児通所給付費を支給することができる。 

(1)　通所給付決定保護者が、第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の

効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を

受けたとき。 

(2)　通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第21条の5の19第1項の

都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の

事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満

たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支

援」という。)を受けたとき。 

(3)　その他政令で定めるとき。 

2　都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項に

ついては内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣

府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定め

る基準を参酌するものとする。 

(1)　基準該当通所支援に従事する従業者及びその員数 

(2)　基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備

に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定め

るもの 

(3)　基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの

適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして内

閣府令で定めるもの 

(4)　基準該当通所支援の事業に係る利用定員 

3　特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所

支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護

者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当

該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た

額を基準として、市町村が定める。 

(1)　指定通所支援　前条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えると

きは、当該現に指定通所支援に要した費用の額) 

(2)　基準該当通所支援　障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費

用(通所特定費用を除く。)につき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(そ
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 の額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えると

きは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額) 

 

第21条の5の7　市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身

の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の

利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の

要否の決定(以下この条及び第33条の23の2第1項第2号において「通所支給要否決定」とい

う。)を行うものとする。 

2　市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所そ

の他内閣府令で定める機関(次項、第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児童相

談所等」という。)の意見を聴くことができる。 

3　児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支

給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことがで

きる。 

4　市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として内閣府令で定

める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に

対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援

利用計画案の提出を求めるものとする。 

5　前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、内閣府令

で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利

用計画案を提出することができる。 

6　市町村は、前2項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第1項の内閣府令で定

める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。 

7　市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として内

閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支

給量」という。)を定めなければならない。 

8　通所給付決定は、内閣府令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に

限り、その効力を有する。 

9　市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定め

るところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載し

た通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。 

10　指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、

指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとす

る。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 

11　通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者から指定通所支援を受けたとき(当該

通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示したときに限

る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべ

き当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費とし

て当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代

わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。 

12　前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付

費の支給があつたものとみなす。 

13　市町村は、指定障害児通所支援事業者から障害児通所給付費の請求があつたときは、第21

条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準及び第21条の5の19第2項の指定通所支援

の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照ら

して審査の上、支払うものとする。 
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 14　市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができ

る。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1619　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 通所給付決定の変更承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第21条の5の8第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第21条の5の8の規定による。 

第21条の5の8　通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援

の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定める

ところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。 

2　市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所

給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うこと

ができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受

給者証の提出を求めるものとする。 

3　第21条の5の5第2項、第21条の5の6(第1項を除く。)及び前条(第1項を除く。)の規定は、前

項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替え

は、政令で定める。 

4　市町村は、第2項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定

に係る事項を記載し、これを返還するものとする。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1621　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 高額障害児通所給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第21条の5の12第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第21条の5の12の規定による。 

第21条の5の12　市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計

額(内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超

えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障

害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であ

るときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。 

2　前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通

所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影

響を考慮して、政令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1622　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第21条の5の13第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第21条の5の13の規定による。 

第21条の5の13　市町村は、第21条の5の3第1項、第21条の5の4第1項又は前条第1項の規定にか

かわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」とい

う。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれが

あると認めるときは、当該通所者が満18歳に達した後においても、当該通所者からの申請に

より、当該通所者が満20歳に達するまで、内閣府令で定めるところにより、引き続き放課後

等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付

費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することが

できる。ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第5条第7項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りで

ない。 

2　前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができるこ

ととされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第21条の5の3か

ら前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

3　市町村は、第1項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くこ

とができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1623　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 肢体不自由児通所医療費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第21条の5の29第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第21条の5の29の規定による。 

第21条の5の29　市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内におい

て、指定障害児通所支援事業者(病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款にお

いて同じ。)から児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通

所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢

体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。 

2　肢体不自由児通所医療費の額は、1月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養を除く。)に

つき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給

付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定

める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控

除して得た額とする。 

3　通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受

けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事

業者に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医

療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保

護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者に支払うことができる。 

4　前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所

医療費の支給があつたものとみなす。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1624　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 障害児相談支援給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第24条の26第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第24条の26の規定による。 

第24条の26　市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第1項において「障害児相談

支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定

する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 

(1)　第21条の5の7第4項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定によ

り、障害児支援利用計画案の提出を求められた第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1

項の申請に係る障害児の保護者　市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以

下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項

において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る

給付決定等を受けたとき。 

(2)　通所給付決定保護者　指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支

援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。 

2　障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助

(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超

えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。 

3　障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受け

たときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支

払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当

該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対

象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。 

4　前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援

給付費の支給があつたものとみなす。 

5　市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、

第2項の内閣総理大臣が定める基準及び第24条の31第2項の内閣府令で定める指定障害児相

談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に

照らして審査の上、支払うものとする。 

6　市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができ

る。 

7　前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者

の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考
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 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1625　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 特例障害児相談支援給付費の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第24条の27第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第24条の27の規定による。 

第24条の27　市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談

支援(第24条の31第1項の内閣府令で定める基準及び同条第2項の内閣府令で定める指定障

害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満た

すと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該

当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣府

令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談

支援給付費を支給することができる。 

2　特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第2項の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談

支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の

額)を基準として、市町村が定める。 

3　前2項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府

令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1626　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定障害児相談支援事業者の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第24条の28第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第24条の28の規定による。 

第24条の28　第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定め

るところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第5条第18項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申

請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごと

に行う。 

2　第21条の5の15第3項(第4号、第11号及び第14号を除く。)の規定は、第24条の26第1項第1号

の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第21条の5の15

第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要

な技術的読替えは、政令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1627　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定障害児相談支援事業者の指定の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第24条の29第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第24条の29の規定による。 

第24条の29　第24条の26第1項第1号の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間

の経過によつて、その効力を失う。 

2　前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期

間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、

指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3　前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の

有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4　前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読

替えは、政令で定める。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1632　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 通所受給者証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法施行規則　第18条の6第9項

 
法 令 番 号 昭和23年厚生省令第11号

 【基準】 

　省令第18条の6第9項の規定による。 

第18条の6　 

9　市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決

定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交

付しなければならない。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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1

ID:　1639　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 集約都市開発事業計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市の低炭素化の促進に関する法律　第9条第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第84号

 【基準】 

　法第9条及び第10条の規定による。 

　(集約都市開発事業計画の認定) 

第9条　第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域

内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)

及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次

条第1項第3号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれ

に附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集

約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、

当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事

業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 

2　集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1)　集約都市開発事業を施行する区域 

(2)　集約都市開発事業の内容 

(3)　集約都市開発事業の施行予定期間 

(4)　集約都市開発事業の資金計画 

(5)　集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果 

(6)　その他国土交通省令で定める事項 

(集約都市開発事業計画の認定基準等) 

第10条　市町村長は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に

係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をする

ことができる。 

(1)　当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを

通じて、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。 

(2)　集約都市開発事業計画(特定建築物の整備に係る部分に限る。次項から第4項まで及び

第6項において同じ。)が第54条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものである

こと。 

(3)　当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設におい

て緑化その他の都市の低炭素化のための措置が講じられるものであること。 

(4)　集約都市開発事業計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行する

ため適切なものであること。 

(5)　当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために

必要なその他の能力が十分であること。 

2　建築主事又は建築副主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発

事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法

(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項

の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定を
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 しようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第2号に掲げる基準に適

合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 

3　前条第1項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請

に係る集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該集約都市開発事業

計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受

けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定によ

る確認の申請書を提出しなければならない。 

4　前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る集約都市開発事業

計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。 

5　建築基準法第18条第3項及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定によ

る通知を受けた場合について準用する。 

6　市町村長が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付

を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計

画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。 

7　市町村長は、第5項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による通知書の交付

を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。 

8　建築基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第5項におい

て準用する同法第18条第3項及び第15項の規定による確認済証及び通知書の交付について

準用する。 

9　集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第1項の認

定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項の建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第3項の規定による

申出があった場合及び同法第2条第2項の条例が定められている場合を除き、同法第11条第3

項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項まで

の規定を適用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1640　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 集約都市開発事業計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市の低炭素化の促進に関する法律　第11条第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第84号

 【基準】 

　法第11条の規定による。 

　(集約都市開発事業計画の変更) 

第11条　前条第1項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認

定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をし

ようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 

2　前条の規定は、前項の認定について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1641　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 地位の承継の承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市の低炭素化の促進に関する法律　第13条

 
法 令 番 号 平成24年法律第84号

 【基準】 

　法第13条の規定による。 

　(地位の承継) 

第13条　認定集約都市開発事業者の一般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都

市開発事業計画に係る第9条第2項第1号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市

開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定集約都市

開発事業者が有していた第10条第1項の認定に基づく地位を承継することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1651　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 河川協力団体の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
河川法　第100条において準用する第58条の8第1項

 
法 令 番 号 昭和39年法律第167号

 【基準】 

　法第58条の8第1項及び省令第33条の8の規定による。 

　(河川協力団体の指定) 

第58条の8　河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河

川協力団体として指定することができる。 

 

　(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 

第33条の8　法第58条の8第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事

務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当

該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有してい

るものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1653　  

担当部署:　総務課　 

 

処分の概要 罹災証明書の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
災害対策基本法　第90条の2第1項

 
法 令 番 号 昭和36年法律第223号

 【基準】 

　法第90条の2の規定による。 

　(罹災証明書の交付) 

第90条の2　市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の

被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の

被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第4項において「罹災証明

書」という。)を交付しなければならない。 

2　市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関する

情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。 

3　特別区の区長は、第1項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事に対し

て、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。 

4　市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図る

ため、第1項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市

町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 10 月 1 日
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1

ID:　1661　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 流水の占用の登録

 
法 令 名 

根 拠 条 項
河川法　第100条において準用する第23条の2

 
法 令 番 号 昭和39年法律第167号

 【基準】 

　法第23条の2、第23条の3及び第23条の4の規定による。 

　(流水の占用の登録) 

第23条の2　前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で

流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水そ

の他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を

占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなけ

ればならない。 

　(登録の実施) 

第23条の3　河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否

する場合を除き、政令で定める事項を第12条第2項の水利台帳に登録しなければならない。 

　(登録の拒否) 

第23条の4　河川管理者は、第23条の2の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、その登録を拒否しなければならない。 

(1)　申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。 

(2)　申請者が第75条第1項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの

日から2年を経過しない者であるとき。 

(3)　申請者が法人又は団体であつて、その役員が前2号のいずれかに該当する者であると

き。 

(4)　第23条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川

の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるとき

は、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得て

いないとき。 

(5)　前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1666　  

担当部署:　企画調整課　 

 

処分の概要 設備整備計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に

関する法律　第7条第3項

 
法 令 番 号 平成25年法律第81号

 【基準】 

　法第7条の規定による。 

(設備整備計画の認定) 

第7条　再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、農林水産省令・環境省令で

定めるところにより、当該整備に関する計画(以下「設備整備計画」という。)を作成し、基

本計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の認定を申請することができる。 

2　設備整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1)　整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生

可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間 

(2)　前号の再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて行う農林地の農林業上の効率的

かつ総合的な利用の確保、農林漁業関連施設の整備、農林漁業者の農林漁業経営の改善の

促進、農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進その

他の農林漁業の健全な発展に資する取組の内容 

(3)　第1号の再生可能エネルギー発電設備又は前号の農林漁業関連施設の用に供する土地

の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲 

(4)　第1号の整備及び第2号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

(5)　その他農林水産省令・環境省令で定める事項 

3　計画作成市町村は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る設備整

備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとす

る。 

(1)　設備整備計画の内容が基本計画に適合するものであり、かつ、申請者が当該設備整備

計画を実施する見込みが確実であること。 

(2)　設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等(前項第1号の再生可能エ

ネルギー発電設備及び同項第2号の農林漁業関連施設をいう。以下同じ。)の整備に係る行

為が、当該計画作成市町村が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行

為であって漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第1項の許可を受けなければなら

ないものである場合には、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同

条第2項の規定により当該許可をしなければならない場合に該当すること。 

(3)　設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、当該

計画作成市町村が管理する海岸保全区域(海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定に

より指定された海岸保全区域をいい、同法第40条第1項第2号及び第3号に規定するものに

限る。次項第6号及び第13条において同じ。)内において行う行為であって同法第7条第1項

又は第8条第1項の許可を受けなければならないものである場合には、当該再生可能エネ

ルギー発電設備等の整備に関する事項が同法第7条第2項(同法第8条第2項において準用

する場合を含む。)の規定によりこれらの許可をしてはならない場合に該当しないこと。 

4　計画作成市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る設備整備計

画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為
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 のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号

に定める者に協議し、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が第1号及び第

3号から第9号までに掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあっては、その同

意を得なければならない。 

(1)　農地を農地以外のものにし、又は農用地を農用地以外のものにするため当該農用地に

ついて所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、農地法

第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けなければならないもの　都道府県知事 

(2)　集約酪農地域(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第3条

第1項の規定により指定された集約酪農地域をいう。第10条において同じ。)の区域内にあ

る草地(同法第2条第3項に規定する草地をいう。第10条において同じ。)において行う行為

であって、同法第9条の規定による届出をしなければならないもの　都道府県知事 

(3)　森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対

象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第25条又は第25条の2の規定により

指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第41条の規定により指定された保安施

設地区の区域内及び海岸法第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法

第2条第1項に規定する森林をいう。)を除く。第11条第1項において「対象民有林」という。)

において行う行為であって、森林法第10条の2第1項の許可を受けなければならないもの　

都道府県知事 

(4)　保安林において行う行為であって、森林法第34条第1項又は第2項の許可を受けなけれ

ばならないもの　都道府県知事 

(5)　都道府県が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって、漁

港及び漁場の整備等に関する法律第39条第1項の許可を受けなければならないもの　都

道府県知事 

(6)　海岸保全区域(当該計画作成市町村が管理するものを除く。)内において行う行為であ

って、海岸法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けなければならないもの　海岸管理

者(同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。第8項において同じ。) 

(7)　国立公園(自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園をいう。

第14条において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受

けなければならないもの又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの　環境

大臣 

(8)　国定公園(自然公園法第2条第3号に規定する国定公園をいう。第14条において同じ。)

の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受けなければならないも

の又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの　都道府県知事 

(9)　温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項又は第11条第1項の許可を受けなければな

らない行為　都道府県知事 

5　都道府県知事は、前項第1号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場

合において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、次に掲げ

る要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。 

(1)　農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第4条第6項の規定により同条第

1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 

(2)　農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益

を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第5条第2項の規定により同条第1項

の許可をすることができない場合に該当しないこと。 

6　環境大臣又は都道府県知事は、第4項第7号又は第8号に掲げる行為(自然公園法第20条第3

項の許可に係るものに限る。)に係る設備整備計画についての協議があった場合において、

当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、同条第4項の規定によ
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 り同条第3項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をす

るものとする。 

7　都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合

において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、それぞれ当

該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第4項の同意をするものとす

る。 

(1)　第4項第3号に掲げる行為　森林法第10条の2第2項の規定により同条第1項の許可をし

なければならない場合に該当すること。 

(2)　第4項第4号に掲げる行為　森林法第34条第3項若しくは第4項の規定により同条第1項

の許可をしなければならない場合又は同条第5項の規定により同条第2項の許可をしなけ

ればならない場合に該当すること。 

(3)　第4項第5号に掲げる行為　漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第2項の規定に

より同条第1項の許可をしなければならない場合に該当すること。 

(4)　第4項第9号に掲げる行為　温泉法第4条第1項(同法第11条第2項又は第3項において読

み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第3条第1項又は第11条第1項の許可を

しなければならない場合に該当すること。 

8　海岸管理者は、第4項第6号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合

において、当該協議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、海岸法第7

条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第1項又は

第8条第1項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をする

ものとする。 

9　都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場合

において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなけ

ればならない。 

(1)　第4項第1号に掲げる行為(当該行為に係る土地に4ヘクタールを超える農地が含まれ

る場合に限る。)　農林水産大臣 

(2)　第4項第9号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第2条第1項に規定する温

泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)　環境大

臣 

10　環境大臣は、前項第2号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意

見を聴かなければならない。 

11　都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る設備整備計画についての協議があった場

合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴

かなければならない。 

(1)　第4項第1号に掲げる行為　農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第

88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあって

は、市町村長。次項及び第13項において同じ。) 

(2)　第4項第3号に掲げる行為　都道府県森林審議会 

(3)　第4項第9号に掲げる行為　自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定によ

り置かれる審議会その他の合議制の機関 

12　農業委員会は、前項(第1号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規

定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が30アールを超

える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に

関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)

の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指

定がされていない場合は、この限りでない。 
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 13　前項に定めるもののほか、農業委員会は、第11項の規定により意見を述べるため必要があ

ると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 

14　計画作成市町村が農地法第4条第1項に規定する指定市町村(次項及び第24条において「指

定市町村」という。)である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中

「要件」とあるのは「要件及び第5項各号に掲げる要件」と、第4項中「次の各号」とあり、

及び「当該各号」とあるのは「第2号から第9号まで」と、「第1号及び第3号」とあるのは「第

3号」とする。 

15　第9項及び第11項の規定は、指定市町村である計画作成市町村が設備整備計画(第4項第1

号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第3項の認定をしようとするときについて準

用する。この場合において、第9項及び第11項中「次の各号」とあるのは「第1号」と、「そ

れぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 

 
標準処理期間 60日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1667　  

担当部署:　企画調整課　 

 

処分の概要 設備整備計画の変更

 
法 令 名 

根 拠 条 項

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に

関する法律　第8条第1項

 
法 令 番 号 平成25年法律第81号

 【基準】 

　法第8条の規定による。 

(設備整備計画の変更等) 

第8条　前条第3項の認定を受けた者(以下「認定設備整備者」という。)は、当該認定に係る設

備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計

画作成市町村の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令・環境省令で定める軽

微な変更については、この限りでない。 

2　認定設備整備者は、前項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更をしたと

きは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に届け出なければならない。 

3　計画作成市町村は、認定設備整備者が前条第3項の認定に係る設備整備計画(第1項の規定

による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以

下「認定設備整備計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行って

いないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

4　前条第3項から第15項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。 

 
標準処理期間 60日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1669　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 青年等就農計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農業経営基盤強化促進法　第14条の4第1項

 
法 令 番 号 昭和55年法律第65号

 【基準】 

　法第14条の4の規定による。 

　(青年等就農計画の認定) 

第14条の4　同意市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(新たに農業

経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの

(次項第1号において「既に農業経営を開始した青年等」という。)を含み、認定農業者を除

く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町

村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

2　前項の青年等就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1)　農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつ

ては、農業経営の現状) 

(2)　農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標 

(3)　前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事

項 

(4)　第4条第2項第2号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項 

(5)　その他農林水産省令で定める事項 

3　同意市町村は、第1項の認定の申請があつた場合において、その青年等就農計画が次に掲げ

る要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

(1)　基本構想に照らし適切なものであること。 

(2)　その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1670　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 青年等就農計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農業経営基盤強化促進法　第14条の5第1項

 
法 令 番 号 昭和55年法律第65号

 【基準】 

　法第14条の5の規定による。 

　(青年等就農計画の変更等) 

第14条の5　前条第1項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)は、当該認定に係る青

年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 

2　同意市町村は、前条第1項の認定に係る青年等就農計画(前項の規定による変更の認定があ

つたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)が同条第3項各号に掲げる

要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画に従つ

て同条第2項第2号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、

その認定を取り消すことができる。 

3　認定就農者が第12条第1項の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第1項の認定

は、その効力を失う。 

4　前条第3項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1683　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
開発行為の許可(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる都市

計画法第29条第1項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第29条の規定による。 

　(開発行為の許可) 

第29条　都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらか

じめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67

号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」と

いう。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受

けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

(1)　市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内におい

て行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満で

あるもの 

(2)　市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内に

おいて行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこ

れらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 

(3)　駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要

な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環

境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的

で行う開発行為 

(4)　都市計画事業の施行として行う開発行為 

(5)　土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

(6)　市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

(7)　住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

(8)　防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

(9)　公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、ま

だ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為 

(10)　非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

(11)　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

2　都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成す

ると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらか

じめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

(1)　農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者

の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

(2)　前項第3号、第4号及び第9号から第11号までに掲げる開発行為 

3　開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又

は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1

項第1号及び前項の規定の適用については、政令で定める。 
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標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1684　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
開発行為の変更許可(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる

都市計画法第35条の2第1項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第35条の2第1項の規定による。 

　(変更の許可等) 

第35条の2　開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場

合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に

係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同

条第2項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同

項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしよう

とするときは、この限りでない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1685　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
工事完了の検査(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる都市

計画法第36条第2項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第36条第1項及び第2項の規定による。 

　(工事完了の検査) 

第36条　開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部

について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する

部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めると

ころにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

2　都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可

の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可

の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発

許可を受けた者に交付しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1686　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

開発許可を受けた開発区域内の土地における公告前の建築物の建築等の特例承

認(第93条第1項において市町村の長が処理することとされる都市計画法第37条

ただし書の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第37条の規定による。 

　(建築制限等) 

第37条　開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間

は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当

するときは、この限りでない。 

(1)　当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設すると

き、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 

(2)　第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物

を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1687　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
建築物の建蔽率等の指定の特例許可(第93条第1項において市町村の長が処理す

ることとされる都市計画法第41条第2項ただし書の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第41条の規定による。 

　(建築物の建蔽率等の指定) 

第41条　都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為につい

て開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地につい

て、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関す

る制限を定めることができる。 

2　前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内に

おいては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事

が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむ

を得ないと認めて許可したときは、この限りでない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1688　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
開発許可を受けた土地における建築等の特例許可(第93条第1項において市町村

の長が処理することとされる都市計画法第42条第1項ただし書の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第42条の規定による。 

　(開発許可を受けた土地における建築等の制限) 

第42条　何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、

当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設しては

ならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物

以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進

上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可し

たとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作

物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められてい

るときは、この限りでない。 

2　国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事と

の協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1689　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可(第93条第1項において

市町村の長が処理することとされる都市計画法第43条第1項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第43条の規定による。 

　(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) 

第43条　何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、

都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以

外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、

又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としては

ならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作

物の新設については、この限りでない。 

(1)　都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設 

(2)　非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又

は第一種特定工作物の新設 

(3)　仮設建築物の新築 

(4)　第29条第1項第9号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地

の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の

新設 

(5)　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

2　前項の規定による許可の基準は、第33条及び第34条に規定する開発許可の基準の例に準じ

て、政令で定める。 

3　国又は都道府県等が行う第1項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種

特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県

等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1690　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
開発許可に基づく地位の承継の承認(第93条第1項において市町村の長が処理す

ることとされる都市計画法第45条の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第93条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する都市計画法第45条の規定による。 

第45条　開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関す

る工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受け

た者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1691　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 跡地等管理等協定の締結の認可及び変更認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第111条第4項(第113条において準用する場合を含む。)

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第111条及び第112条の規定による。 

(跡地等管理等協定の締結等) 

第111条　市町村又は都市再生推進法人等(第118条第1項の規定により指定された都市再生推

進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第115条

第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」

という。)又は景観法第92条第1項の規定により指定された景観整備機構(第116条第1項に規

定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。以

下同じ。)は、立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内の跡地等(緑地保全・緑化推

進法人にあっては都市緑地法第3条第1項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあ

っては景観計画区域内にあるものに限る。)を適正に管理し、又は跡地(緑地保全・緑化推進

法人にあっては都市緑地法第3条第1項に規定する緑地であるものに、景観整備機構にあっ

ては景観計画区域内にあるものに限る。)における緑地等の整備等をするため、当該跡地等

の所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「跡地等管理等協定」という。)を締結して、

当該跡地等に係る跡地等の管理等を行うことができる。 

(1)　跡地等管理等協定の目的となる跡地等(以下この条において「協定跡地等」という。) 

(2)　協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項 

(3)　協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項 

(4)　跡地等管理等協定の有効期間 

(5)　跡地等管理等協定に違反した場合の措置 

2　跡地等管理等協定については、協定跡地等の所有者等の全員の合意がなければならない。 

3　跡地等管理等協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならな

い。 

(1)　立地適正化計画に記載された第81条第16項に規定する事項に適合するものであるこ

と。 

(2)　協定跡地等の利用を不当に制限するものでないこと。 

(3)　第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

4　都市再生推進法人等が跡地等管理等協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可

を受けなければならない。 

(跡地等管理等協定の認可) 

第112条　市町村長は、前条第4項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、同

項の認可をしなければならない。 

(1)　申請手続が法令に違反しないこと。 

(2)　跡地等管理等協定の内容が、前条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの

であること。 
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標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1705　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 事業計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律　第7条第5項

 
法 令 番 号 平成26年法律第78号

 【基準】 

　法第7条の規定による。 

　(事業計画の認定) 

第7条　促進計画に基づいて当該促進計画に定められた前条第2項第1号の区域内において多

面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的

機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成

した市町村(以下「特定市町村」という。)の認定を申請することができる。 

2　事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1)　多面的機能発揮促進事業の目標 

(2)　多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 

イ　多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 

ロ　第3条第3項第1号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る

施設の所在及び種類、当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲

げる活動の別及び当該活動の内容その他農林水産省令で定める事項 

ハ　第3条第3項第2号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る

農業生産活動の内容、当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容

その他農林水産省令で定める事項 

ニ　第3条第3項第3号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る

自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容、当該生産方式を導入した農業生産活

動の実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項 

(3)　多面的機能発揮促進事業の実施期間 

(4)　その他農林水産省令で定める事項 

3　農業者団体等であって農林水産省令で定めるものは、土地改良法(昭和24年法律第195号)

第85条第1項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第2条第2項第1号に規

定する土地改良施設(次項において「土地改良施設」という。)について第3条第3項第1号に

掲げる事業(同号ロに掲げる活動を行うものに限る。)を実施しようとするときは、前項第2

号ロに掲げる事項に、第12条第1項の規定による委託を受けて行う当該土地改良施設につい

ての管理に関する事項を記載することができる。 

4　前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管

理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県(土

地改良法第94条の10第1項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第94条の3

第1項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含

む。)の同意を得なければならない。 

5　特定市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいず

れにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

(1)　当該事業計画が促進計画に照らし適切なものであること。 

(2)　当該事業計画に定める事項が当該事業計画に係る多面的機能発揮促進事業を確実に



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 実施するために適切なものであること。 

(3)　当該事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業の実施区域(当該事業計画に2以

上の多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その全ての実施区域)内

に、現に耕作又は養畜の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作又は養畜の目的に供

されないと見込まれる農用地として農林水産省令で定めるものがないこと。 

6　特定市町村は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要(当

該認定に係る事業計画に、前条第2項第4号の規定により定められた区域内において実施さ

れる多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その旨を含む。)を公表し

なければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1706　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 事業計画の変更認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律　第8条第1項

 
法 令 番 号 平成26年法律第78号

 【基準】 

　法第8条の規定による。 

　(事業計画の変更等) 

第8条　前条第1項の認定を受けた農業者団体等(以下「認定農業者団体等」という。)は、当該

認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければなら

ない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 

2　特定市町村は、認定農業者団体等が前条第1項の認定に係る事業計画(前項の変更の認定又

は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。以

下この条において「認定事業計画」という。)に従って当該認定事業計画に記載された多面

的機能発揮促進事業(以下「認定事業」という。)を実施していないと認めるときは、当該認

定を取り消すことができる。 

3　特定市町村は、認定事業計画が前条第5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認

めるときは、認定農業者団体等に対し、当該認定事業計画の変更を指示し、又は同条第1項

の認定を取り消すことができる。 

4　前条第4項から第6項までの規定は、認定事業計画の変更について準用する。この場合にお

いて、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1708　  

担当部署:　教育委員会事務局　学校教育課　 

 

処分の概要 公私連携法人の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律　第

34条第1項

 
法 令 番 号 平成18年法律第77号

 【基準】 

　法第34条第1項の規定による。 

(公私連携幼保連携型認定こども園に関する特例) 

第34条　市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当で

あると認めるときは、公私連携幼保連携型認定こども園(次項に規定する協定に基づき、当

該市町村から必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に教

育及び保育等を行う幼保連携型認定こども園をいう。以下この条において同じ。)の運営を

継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるもの(学校法

人又は社会福祉法人に限る。)を、その申請により、公私連携幼保連携型認定こども園の設

置及び運営を目的とする法人(以下この条において「公私連携法人」という。)として指定す

ることができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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1

ID:　1713　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 入札占用計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第39条の5第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第39条の5の規定による。 

　(入札占用計画の認定) 

第39条の5　道路管理者は、前条第5項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画

について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとす

る。 

2　道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期

間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1714　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 入札占用計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第39条の6第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第39条の6の規定による。 

　(入札占用計画の変更等) 

第39条の6　前条第1項の規定による認定を受けた者(次条において「認定計画提出者」とい

う。)は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者

の認定を受けなければならない。 

2　道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札

占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用

を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所

を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

3　道路管理者は、第1項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係

る変更後の入札占用計画が第39条の4第1項第1号から第3号までのいずれにも該当すると認

めるときは、第1項の規定による認定をするものとする。 

4　前条第2項の規定は、第1項の規定による変更の認定をした場合について準用する。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1715　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 占用入札を行つた場合における道路の占用の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第39条の7第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第39条の7の規定による。 

　(占用入札を行つた場合における道路の占用の許可) 

第39条の7　認定計画提出者は、第39条の5第1項の規定による認定を受けた入札占用計画(前

条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定

入札占用計画」という。)に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。 

2　道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第32条第1項又は第3項の規

定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければな

らない。 

3　前項の規定による許可に係る第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、第32

条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第39条の3第2項第2号の措置を記載した書面

を添付して、」と、第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保

し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。 

4　道路管理者が第2項の規定により第32条第1項又は第3項の規定による許可を与えた場合に

おいては、当該許可に係る占用料の額は、第39条第2項の規定にかかわらず、占用入札にお

いて認定計画提出者が申し出た額(当該申し出た額が同項の条例(指定区間内の国道にあつ

ては、同項の政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)

とする。この場合において、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。 

5　第39条の5第1項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、

同項の道路の場所については、第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請をすること

ができない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　1718　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定事業者の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
介護保険法　第115条の45の5

 
法 令 番 号 平成9年法律第123号

 【基準】 

　法第115条の45の5及び省令第140条の63の6の規定による。 

　(指定事業者の指定) 

第115条の45の5　第115条の45の3第1項の指定(第115条の45の7第1項を除き、以下この章にお

いて「指定事業者の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号事業を

行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業

所ごとに行う。 

2　市町村長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に

従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をし

てはならない。 

 

(法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準) 

第140条の63の6　法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が

定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。 

(1)　第1号事業(第1号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該

当する基準 

イ　介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の

規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成

18年厚生労働省令第35号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に

規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働

大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等基準(地域包括支援センタ

ーの設置者である指定介護予防支援事業者に係る部分に限る。)に規定する介護予防支

援に係る基準の例による基準 

ロ　旧指定介護予防サービス等基準に規定する基準該当介護予防サービス(旧介護予防

訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に係る基準その他厚生労働大臣

が定める基準又は指定介護予防支援等基準に規定する基準該当介護予防支援に係る基

準の例による基準 

ハ　平成26年改正前法第54条第1項第3号又は法第59条第1項第2号に規定する離島その他

の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援

被保険者等が、平成26年改正前法第54条第1項第3号又は法第59条第1項第2号に規定す

るサービスを受けた場合における当該サービスの内容を勘案した基準 

(2)　第1号事業に係る基準として、当該第1号事業に係るサービスの内容等を勘案した基準

(前号に掲げるものを除く。) 

 
標準処理期間 30日

 備考
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 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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1

ID:　1719　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定事業者の指定の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項
介護保険法　第115条の45の6第1項

 
法 令 番 号 平成9年法律第123号

 【基準】 

　法第115条の45の6の規定による。 

　(指定の更新) 

第115条の45の6　指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けな

ければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

2　前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」と

いう。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定事業者の指

定は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3　前項の場合において、指定事業者の指定の更新がされたときは、その有効期間は、従前の

有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4　前条の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1724　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第34条の15第2項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第34条の15の規定による。 

第34条の15　市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

2　国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を

得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

3　市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつ

たときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる

基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4号

に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。 

(1)　当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があ

ること。 

(2)　当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合に

あつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いう。第35条第5項第2号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。 

(3)　実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

(4)　次のいずれにも該当しないこと。 

イ　申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者であるとき。 

ロ　申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

ハ　申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ　申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算し

て5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使

用人(以下この号及び第35条第5項第4号において「役員等」という。)であつた者で当該

取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法

人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該事業を行う者の管理

者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であると

き。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の

取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止

するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体
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 制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は

乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する

認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣

府令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ　申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員

に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の

事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を

与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社

等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1

を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実

質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令

で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超

え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配

し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるも

ののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第35条第5

項第4号ホにおいて同じ。)が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消

しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的

保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の

理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳

児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の

当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有してい

た責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととするこ

とが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除

く。 

ヘ　申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の

規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものである

とき。 

ト　申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当

該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行

うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町

村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合に

おける当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該

廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算し

て5年を経過しないものであるとき。 

チ　ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合に

おいて、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を

行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者

で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

リ　申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

ヌ　申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに

該当する者のあるものであるとき。 

ル　申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか
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 に該当する者であるとき。 

4　市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設

置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童

福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

5　市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合

しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学

校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき

は、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業

等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定によ

り当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特

定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業

所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子ど

もに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第3号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により当該

市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域

の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事

業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子

育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に

該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。 

6　市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第2項の申請に係る認可

をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。 

7　国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、

又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなけ

ればならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1725　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第34条の15第7項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第34条の15の規定による。 

第34条の15　市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

2　国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可を

得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

3　市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請があつ

たときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる

基準(当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4号

に掲げる基準に限る。)によつて、その申請を審査しなければならない。 

(1)　当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うために必要な経済的基礎があ

ること。 

(2)　当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者(その者が法人である場合に

あつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いう。第35条第5項第2号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。 

(3)　実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。 

(4)　次のいずれにも該当しないこと。 

イ　申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者であるとき。 

ロ　申請者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

であるとき。 

ハ　申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

ニ　申請者が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算し

て5年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使

用人(以下この号及び第35条第5項第4号において「役員等」という。)であつた者で当該

取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法

人でない場合においては、当該通知があつた日前60日以内に当該事業を行う者の管理

者であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であると

き。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の

取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止

するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体
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 制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は

乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する

認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣

府令で定めるものに該当する場合を除く。 

ホ　申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下ホにおいて同じ。)の役員

に占めるその役員の割合が2分の1を超え、若しくは当該申請者の株式の所有その他の

事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を

与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(以下ホにおいて「申請者の親会社

等」という。)、申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1

を超え、若しくは申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実

質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令

で定めるもの又は当該申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超

え、若しくは当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配

し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるも

ののうち、当該申請者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人をいう。第35条第5

項第4号ホにおいて同じ。)が、第58条第2項の規定により認可を取り消され、その取消

しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的

保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の

理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳

児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の

当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有してい

た責任の程度を考慮して、ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととするこ

とが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除

く。 

ヘ　申請者が、第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の

規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該廃止について相当の理由があ

る者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものである

とき。 

ト　申請者が、第34条の17第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当

該検査の結果に基づき第58条第2項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行

うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町

村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合に

おける当該特定の日をいう。)までの間に第7項の規定による事業の廃止をした者(当該

廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該事業の廃止の承認の日から起算し

て5年を経過しないものであるとき。 

チ　ヘに規定する期間内に第7項の規定による事業の廃止の承認の申請があつた場合に

おいて、申請者が、ヘの通知の日前60日以内に当該申請に係る法人(当該事業の廃止に

ついて相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申請に係る法人でない事業を

行う者(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であつた者

で、当該事業の廃止の承認の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

リ　申請者が、認可の申請前5年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

ヌ　申請者が、法人で、その役員等のうちにイからニまで又はヘからリまでのいずれかに

該当する者のあるものであるとき。 

ル　申請者が、法人でない者で、その管理者がイからニまで又はヘからリまでのいずれか
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 に該当する者であるとき。 

4　市町村長は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を設

置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他児童

福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

5　市町村長は、第3項に基づく審査の結果、その申請が次条第1項の条例で定める基準に適合

しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準(その者が社会福祉法人又は学

校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。)に該当すると認めるとき

は、第2項の認可をするものとする。ただし、市町村長は、当該申請に係る家庭的保育事業

等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定によ

り当該市町村が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特

定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業

所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子ど

もに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第3号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により当該

市町村が定める市町村子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域

の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第3号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事

業等の開始によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村子ども・子

育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に

該当すると認めるときは、第2項の認可をしないことができる。 

6　市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する第2項の申請に係る認可

をしないときは、速やかにその旨及び理由を通知しなければならない。 

7　国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、

又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなけ

ればならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1729　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 公私連携保育法人の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
児童福祉法　第56条の8第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第164号

 【基準】 

　法第56条の8第1項の規定による。 

第56条の8　市町村長は、当該市町村における保育の実施に対する需要の状況等に照らし適当

であると認めるときは、公私連携型保育所(次項に規定する協定に基づき、当該市町村から

必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携の下に保育及び子育て

支援事業(以下この条において「保育等」という。)を行う保育所をいう。以下この条におい

て同じ。)の運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認めら

れるもの(法人に限る。)を、その申請により、公私連携型保育所の設置及び運営を目的とす

る法人(以下この条において「公私連携保育法人」という。)として指定することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1733　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 教育・保育給付認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第20条第1項及び第3項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第20条の規定による。 

　(市町村の認定等) 

第20条　前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を

受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前

子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する

同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けな

ければならない。 

2　前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、

小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学

校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。 

3　市町村は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子

どもが前条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令

で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府

令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域

型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。 

4　市町村は、第1項及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、

その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」とい

う。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところ

により、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子

ども」という。)の該当する前条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その

他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するもの

とする。 

5　市町村は、第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付

を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護

者に通知するものとする。 

6　第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければ

ならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要すること

その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対

し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」と

いう。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 

7　第1項の規定による申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、

若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日まで

に当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を

却下したものとみなすことができる。 

 
標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第20条第6項)



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1734　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 教育・保育給付認定の変更

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第23条第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第23条の規定による。 

　(教育・保育給付認定の変更) 

第23条　教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・

保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要

量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところ

により、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。 

2　市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要がある

と認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、

市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求

めるものとする。 

3　第20条第2項、第3項、第4項前段及び第5項から第7項までの規定は、前項の教育・保育給付

認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定

める。 

4　市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、第19条第3号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」とい

う。)が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところによ

り、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、

内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、

支給認定証の提出を求めるものとする。 

5　第20条第2項、第3項及び第4項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定につ

いて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

6　市町村は、第2項又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府

令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還す

るものとする。 

 
標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第20条第6項)

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1740　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 特定教育・保育施設の確認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第31条第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第31条の規定による。 

　(特定教育・保育施設の確認) 

第31条　第27条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国

(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58

条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及び第5号並びに附則第7条において同じ。)及び

公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大

学法人をいう。第58条の4第1項第1号、第58条の9第2項並びに第65条第3号及び第4号におい

て同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施

設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市

町村長が行う。 

(1)　認定こども園　第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2)　幼稚園　第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(3)　保育所　第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第3号に掲げる小

学校就学前子どもの区分 

2　市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、

第72条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、そ

の他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴

かなければならない。 

3　市町村長は、第1項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令

で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1741　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 特定教育・保育施設の確認の変更

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第32条第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第32条第1項の規定による。 

　(特定教育・保育施設の確認の変更) 

第32条　特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第27条第1項の確認において定められた利

用定員をいう。第34条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとする

ときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確

認の変更を申請することができる。 

2　前条第3項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合に

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

3　市町村長は、前項の規定により前条第3項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更し

たときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1744　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 特定地域型保育事業者の確認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第43条第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第43条の規定による。 

(特定地域型保育事業者の確認) 

第43条　第29条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の

申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事

業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第19条第3号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)

にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業

所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子

ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員で

ある事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法

第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等

の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子ども

とする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とす

る。)を定めて、市町村長が行う。 

2　市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以

下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第72条第1項の審議会その他の合議制の機関

を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その

他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1745　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 特定地域型保育事業者の確認の変更

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第44条

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第44条の規定による。 

(特定地域型保育事業者の確認の変更) 

第44条　特定地域型保育事業者は、利用定員(第29条第1項の確認において定められた利用定

員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするとき

は、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認

の変更を申請することができる。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1750　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 支給認定証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法施行規則　第16条第1項

 
法 令 番 号 平成26年内閣府令第44号

 【基準】 

　府令第16条の規定による。 

(支給認定証の再交付) 

第16条　市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教

育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給

認定証を交付するものとする。 

2　前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書を、市町村に提出しなければならない。 

(1)　当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び

連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地) 

(2)　当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付

認定保護者との続柄 

(3)　申請の理由 

3　支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証

を添付しなければならない。 

4　支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市

町村に返還しなければならない。 

 
標準処理期間 5日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1757　  

担当部署:　農業委員会事務局　 

 

処分の概要 農地の転用の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農地法　第4条第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第229号

 【基準】 

　法第4条の規定による。 

(農地の転用の制限) 

第4条　農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する

市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府

県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

(1)　次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合 

(2)　国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用

排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて

農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合 

(3)　農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地

利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第1項の権利

に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合 

(4)　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9

条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定

され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計

画に定める利用目的に供する場合 

(5)　農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項の

規定により作成された活性化計画(同条第4項各号に掲げる事項が記載されたものに限

る。)に従つて農地を同条第2項第2号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第

9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定

され、若しくは移転された同法第5条第10項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計

画に定める利用目的に供する場合 

(6)　土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係

る目的に供する場合 

(7)　市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められ

た区域(同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つた

ものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員

会に届け出て、農地以外のものにする場合 

(8)　その他農林水産省令で定める場合 

2　前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で

定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければ

ならない。 

3　農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期

間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。 
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 4　農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業

の目的に供するため30アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものである

ときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第

1項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならな

い。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、こ

の限りでない。 

5　前項に規定するもののほか、農業委員会は、第3項の規定により意見を述べるため必要があ

ると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 

6　第1項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、

第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法

律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項

において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、

第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利

用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以

外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでな

い。 

(1)　次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合 

イ　農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区

域をいう。以下同じ。)内にある農地 

ロ　イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備

えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街

化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次

に掲げる農地を除く。) 

(1)　市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定める

もの 

(2)　(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令

で定めるもの 

(2)　前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外

のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供する

ことにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。 

(3)　申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び

信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げと

なる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、

申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る

用途に供することが確実と認められない場合 

(4)　申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災

害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障

を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生

ずるおそれがあると認められる場合 

(5)　申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的

な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められ

る場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生

ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合 

(6)　仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしよ

うとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されること

が確実と認められないとき。 
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 7　第1項の許可は、申請に係る農地を農地以外のものにする行為が完了するまでの間におい

て当該行為の実施状況について農業委員会を経由して都道府県知事等に報告することその

他の必要な条件を付けてしなければならない。 

8　国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに

該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立す

ることをもつて同項の許可があつたものとみなす。 

9　都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の

意見を聴かなければならない。 

10　第4項及び第5項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合に

ついて準用する。 

11　第1項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政

令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1758　  

担当部署:　農業委員会事務局　 

 

処分の概要 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農地法　第5条第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第229号

 【基準】 

　法第5条の規定による。 

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 

第5条　農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除

く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲

げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1)　国又は都道府県等が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するた

め、これらの権利を取得する場合 

(2)　農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定によ

る公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利

用集積等促進計画の定めるところによつて同条第1項の権利が設定され、又は移転される

場合 

(3)　農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備

の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定め

る利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条

第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合 

(4)　農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関

する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的

に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第10項の権

利が設定され、又は移転される場合 

(5)　土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利

が収用され、又は使用される場合 

(6)　前条第1項第7号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定

めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものに

するためこれらの権利を取得する場合 

(7)　その他農林水産省令で定める場合 

2　前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、

第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事

業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げ

る農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれら

の権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りで

ない。 

(1)　次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようと

する場合 

イ　農用地区域内にある農地又は採草放牧地 

ロ　イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農
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 地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政

令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農

地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。) 

(1)　市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地

で政令で定めるもの 

(2)　(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採

草放牧地で政令で定めるもの 

(2)　前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外

のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及び

ロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草

放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係

る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業

の目的を達成することができると認められるとき。 

(3)　第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外の

ものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うた

めに必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のもの

にする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる

権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請

に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該

申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 

(4)　申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧

地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれ

があると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがある

と認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるお

それがあると認められる場合 

(5)　申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧

地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に

対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合 

(6)　仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場

合 

(7)　仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3

条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にそ

の土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につき

これらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作

の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目

的に供されることが確実と認められないとき。 

(8)　農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当す

ると認められるとき。 

(9)　認定経営発展法人から第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認

定経営発展法人がその農業経営発展計画に記載する農業経営基盤強化促進法第16条の2

第2項第5号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第1

項又は同法第16条の3第1項の認定を受けている場合を除く。) 

3　第3条第6項並びに前条第2項から第5項まで及び第7項の規定は、第1項の場合について準用
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 する。この場合において、同条第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以

外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこ

れらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農

地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれ

らの権利を取得するもの」と、同条第7項中「する行為」とあるのは「する行為又は申請に

係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にする行為」と、「当該行為」とあ

るのは「これらの行為」と読み替えるものとする。 

4　国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外

のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとす

る場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都

道府県知事等との協議が成立することをもつて第1項の許可があつたものとみなす。 

5　前条第9項及び第10項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合

について準用する。この場合において、同条第10項中「準用する」とあるのは、「準用する。

この場合において、第4項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものに

するため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地

について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のも

のにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を

取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1760　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 農用地区域内における開発行為の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農業振興地域の整備に関する法律　第15条の2第1項

 
法 令 番 号 昭和44年法律第58号

 【基準】 

　法第15条の2の規定による。 

(農用地区域内における開発行為の制限) 

第15条の2　農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の

変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようと

する者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業

上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指

定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町

村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。 

(1)　国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上

の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため

に行う行為 

(2)　土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為 

(3)　農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る土地をその許

可に係る目的に供するために行う行為 

(4)　農地法第2条第1項に規定する農地を同法第43条第1項の規定による届出に係る同条第

2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為 

(5)　農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第7項の規定に

よる公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移

転された同条第1項の権利に係る土地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目

的に供するために行う行為 

(6)　特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平

成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定める

ところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地を当該

所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するために行う行為 

(7)　農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律

第48号)第5条第1項の規定により作成された活性化計画(同条第4項各号に掲げる事項が

記載されたものに限る。)に従つて同条第2項第2号に規定する活性化事業の用に供するた

めに行う行為 

(8)　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの 

(9)　非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

(10)　公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画

の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので農林水産省令で定める

もの 

(11)　農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為 

2　前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してし
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 なければならない。ただし、当該市町村長が指定市町村の長である場合は、この限りでない。 

3　市町村長(指定市町村の長を除く。)は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、

遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村

長は、当該申請書に意見を付すことができる。 

4　都道府県知事等は、第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、これを許可してはならない。 

(1)　当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難

となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがあること。 

(2)　当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出

又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれが

あること。 

(3)　当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水

施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 

5　第1項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確

保するために必要な限度において、条件を付することができる。 

6　都道府県知事等は、第1項の許可をしようとするとき(当該許可に係る開発行為が30アール

を超える農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を

耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。第17条に

おいて同じ。)が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会

等に関する法律(昭和26年法律第88号)第43条第1項に規定する都道府県機構(次項において

「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規

定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。 

7　前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第1項の許可をするため必要があると認め

るときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。 

8　国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為(第1項各号のいずれかに該当する

行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との

協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。 

9　第6項及び第7項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。 

10　第1項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政

令で定める。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1762　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 道路協力団体の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第48条の60第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第48条の60及び省令第4条の25の規定による。 

(道路協力団体の指定) 

第48条の60　道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認め

られる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、

道路協力団体として指定することができる。 

2　道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び

事務所の所在地を公示しなければならない。 

3　道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 

4　道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 

 

(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 

第4条の25　法第48条の60第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事

務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当

該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有してい

るものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1764　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 低未利用土地利用促進協定の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第80条の3第4項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第80条の3及び第80条の4の規定による。 

(低未利用土地利用促進協定の締結等) 

第80条の3　市町村又は都市再生推進法人等(第118条第1項の規定により指定された都市再生

推進法人、都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第80条

の7第1項に規定する業務を行うものに限る。以下この項において「緑地保全・緑化推進法人」

という。)又は景観法第92条第1項の規定により指定された景観整備機構(第80条の8第1項に

規定する業務を行うものに限る。以下この項において「景観整備機構」という。)をいう。

以下この節において同じ。)は、都市再生整備計画に記載された第46条第26項に規定する事

項に係る居住者等利用施設(緑地保全・緑化推進法人にあっては緑地その他の国土交通省令

で定める施設に、景観整備機構にあっては景観計画区域(景観法第8条第2項第1号に規定す

る景観計画区域をいう。第111条第1項において同じ。)内において整備される良好な景観を

形成する広場その他の国土交通省令で定める施設に限る。)の整備及び管理を行うため、当

該事項に係る低未利用土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため

設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「所有者等」という。)と次に掲

げる事項を定めた協定(以下「低未利用土地利用促進協定」という。)を締結して、当該居住

者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。 

(1)　低未利用土地利用促進協定の目的となる低未利用土地及び居住者等利用施設 

(2)　前号の居住者等利用施設の整備及び管理の方法に関する事項 

(3)　低未利用土地利用促進協定の有効期間 

(4)　低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置 

2　低未利用土地利用促進協定については、前項第1号の低未利用土地の所有者等の全員の合

意がなければならない。 

3　低未利用土地利用促進協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなけれ

ばならない。 

(1)　都市再生整備計画に記載された第46条第26項に規定する事項に適合するものである

こと。 

(2)　第1項第1号の低未利用土地の利用を不当に制限するものでないこと。 

(3)　第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ

と。 

4　都市再生推進法人等が低未利用土地利用促進協定を締結するときは、あらかじめ、市町村

長の認可を受けなければならない。 

(低未利用土地利用促進協定の認可) 

第80条の4　市町村長は、前条第4項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、

同項の認可をしなければならない。 

(1)　申請手続が法令に違反しないこと。 

(2)　低未利用土地利用促進協定の内容が、前条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 するものであること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1765　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 低未利用土地利用促進協定の変更認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第80条の5

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　法第80条の5の規定による。 

(低未利用土地利用促進協定の変更) 

第80条の5　第80条の3第2項から第4項まで及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定に

おいて定めた事項を変更しようとする場合について準用する。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1790　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 共有林の一部の森林所有者が不確知である旨等の公告

 
法 令 名 

根 拠 条 項
森林法　第10条の12の3

 
法 令 番 号 昭和26年法律第249号

 【基準】 

　法第10条の12の3の規定による。 

　(公告) 

第10条の12の3　市町村の長は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請

が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。 

(1)　当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 

(2)　当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨 

(3)　当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部又は一部を確知することができない場

合には、その旨 

(4)　次に掲げる者は、公告の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところによ

り、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨 

イ　当該共有者不確知森林の森林所有者又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、

確知することができないもの(第10条の12の7第1項において「不確知森林共有者等」と

いう。) 

ロ　当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森

林の伐採及び伐採後の造林について異議のあるもの 

(5)　その他農林水産省令で定める事項 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1795　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 設置等予定者の選定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市公園法　第5条の4第3項

 
法 令 番 号 昭和31年法律第79号

 【基準】 

　法第5条の4の規定による。 

　(設置等予定者の選定) 

第5条の4　公園管理者は、前条第1項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しよう

とする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準

に適合しているかどうかを審査しなければならない。 

(1)　当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。 

(2)　当該公募対象公園施設が第5条第2項各号のいずれかに該当するものであること。 

(3)　当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな

者でないこと。 

2　公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準

に適合していると認められるときは、第5条の2第2項第9号の評価の基準に従つて、その適合

していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。 

3　公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の

向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者

として選定するものとする。 

4　公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令

で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。 

5　公園管理者は、第3項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知

しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1796　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 公募設置等計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市公園法　第5条の5第1項

 
法 令 番 号 昭和31年法律第79号

 【基準】 

　法第5条の5の規定による。 

　(公募設置等計画の認定) 

第5条の5　公園管理者は、前条第5項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置

等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨

の認定をするものとする。 

2　公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同

項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1797　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 公募設置等計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市公園法　第5条の6第1項

 
法 令 番 号 昭和31年法律第79号

 【基準】 

　法第5条の6の規定による。 

　(公募設置等計画の変更等) 

第5条の6　前条第1項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受

けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなけれ

ばならない。 

2　公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認

める場合に限り、その認定をするものとする。 

(1)　変更後の公募設置等計画が第5条の4第1項第1号及び第2号に掲げる基準を満たしてい

ること。 

(2)　当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向

上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。 

3　前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1798　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 地位の承継の承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市公園法　第5条の8

 
法 令 番 号 昭和31年法律第79号

 【基準】 

　法第5条の8の規定による。 

　(地位の承継) 

第5条の8　次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の

認定に基づく地位を承継することができる。 

(1)　認定計画提出者の一般承継人 

(2)　認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象

公園施設の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した

者 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1799　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 樹木等管理協定の締結の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市の低炭素化の促進に関する法律　第38条第4項

 
法 令 番 号 平成24年法律第84号

 【基準】 

　法第38条第4項及び第40条の規定による。 

(樹木等管理協定の締結等) 

第38条 

4　第1項の緑地保全・緑化推進法人が樹木等管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村

長の認可を受けなければならない。 

　(樹木等管理協定の認可) 

第40条　市町村長は、第38条第4項の樹木等管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも

該当するときは、当該樹木等管理協定を認可しなければならない。 

(1)　申請手続が法令に違反しないこと。 

(2)　樹木等管理協定の内容が、第38条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの

であること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1801　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
田園住居地域内の農地の区域内の土地の形質の変更、建築物の建築その他工作

物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行う許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市計画法　第52条第1項

 
法 令 番 号 昭和43年法律第100号

 【基準】 

　法第52条の規定による。 

第52条　田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工

作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許

可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

(1)　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

(2)　非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(3)　都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

2　市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許

可をしなければならない。 

(1)　土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図

る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの 

(2)　建築物の建築又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの 

イ　前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物

の建築又は工作物の建設 

ロ　建築物又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保

護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築又は建設 

(3)　前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進及

び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のも

の(堆積をした物件の飛散の防止の方法その他の事項に関し政令で定める要件に該当す

るものに限る。) 

3　国又は地方公共団体が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場

合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじ

め、市町村長に協議しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1809　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定居宅介護支援事業者の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
介護保険法　第79条

 
法 令 番 号 平成9年法律第123号

 【基準】 

　法第79条の規定による。 

　(指定居宅介護支援事業者の指定) 

第79条　第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行

う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」と

いう。)ごとに行う。 

2　市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

第46条第1項の指定をしてはならない。 

(1)　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 

(2)　当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市町村の条例で定

める員数を満たしていないとき。 

(3)　申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従

って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。 

(3)の2　申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなるまでの者であるとき。 

(4)　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定める

ものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なるまでの者であるとき。 

(4)の2　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

(4)の3　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた

法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月

以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引

き続き滞納している者であるとき。 

(5)　申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され、その取

消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合

においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前

60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しな

いものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当

該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起

算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居

宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及

び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の

整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有

していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこと

とすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する

場合を除く。 



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 (5)の2　申請者と密接な関係を有する者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定によ

り指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、

当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消し

の処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援

事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該

指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指

定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働

省令で定めるものに該当する場合を除く。 

(6)　申請者が、第84条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係

る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしな

いことを決定する日までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当

該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を

経過しないものであるとき。 

(6)の2　申請者が、第83条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該

検査の結果に基づき第84条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村

長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合におけ

る当該特定の日をいう。)までの間に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした

者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して

5年を経過しないものであるとき。 

(6)の3　第6号に規定する期間内に第82条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場

合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃

止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業

所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該

届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 

(7)　申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為

をした者であるとき。 

(8)　申請者が、法人で、その役員等のうちに第3号の2から第5号まで又は第6号から前号ま

でのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

(9)　申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第3号の2から第5号まで又は第6号から

第7号までのいずれかに該当する者であるとき。 

3　市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定め

るものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1810　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 指定居宅介護支援事業者の指定の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項
介護保険法　第79条の2第1項

 
法 令 番 号 平成9年法律第123号

 【基準】 

　法第79条の2の規定による。 

　(指定の更新) 

第79条の2　第46条第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ

って、その効力を失う。 

2　前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期

間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、

指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3　前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の

有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4　前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1818　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 都市計画協力団体の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市計画法　第75条の5第1項

 
法 令 番 号 昭和43年法律第100号

 【基準】 

　法第75条の5第1項及び第75条の6の規定による。 

　(都市計画協力団体の指定) 

第75条の5　市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ

る法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市

計画協力団体として指定することができる。 

2　市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所及

び事務所の所在地を公示しなければならない。 

3　都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あ

らかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

4　市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 

 

　(都市計画協力団体の業務) 

第75条の6　都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うもの

とする。 

(1)　当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向その

他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知その他の協力を行うこと。 

(2)　土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を

有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこ

と。 

(3)　都市計画に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

(4)　都市計画に関する調査研究を行うこと。 

(5)　都市計画に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

(6)　前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1823　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 進学・就職準備給付金の支給

 
法 令 名 

根 拠 条 項
生活保護法　第55条の5第1項

 
法 令 番 号 昭和25年法律第144号

 【基準】 

　法第55条の5の規定による。 

(進学・就職準備給付金の支給) 

第55条の5　都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉

事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管

区域内にある)被保護者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚

生労働省令で定める者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して、

厚生労働省令で定めるところにより、進学・就職準備給付金を支給する。 

(1)　教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める

もの(次条において「特定教育訓練施設」という。)に確実に入学すると見込まれる者 

(2)　厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ず

る者として厚生労働省令で定める者 

2　前条第2項及び第3項の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1848　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 移動等円滑化施設協定の認可(第41条第3項の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律　第51条の2第3項

 
法 令 番 号 平成18年法律第91号

 【基準】 

　準用規定法第41条第3項及び第43条第1項の規定による。 

　(移動等円滑化経路協定の締結等) 

第41条 

3　移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。 

　(移動等円滑化経路協定の認可) 

第43条　市町村長は、第41条第3項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同

項の認可をしなければならない。 

(1)　申請手続が法令に違反しないこと。 

(2)　土地又は建築物その他の工作物の利用を不当に制限するものでないこと。 

(3)　第41条第2項各号に掲げる事項について主務省令で定める基準に適合するものである

こと。 

 
標準処理期間 40日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1849　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 移動等円滑化施設協定の変更認可(第44条第1項の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律　第51条の2第3項

 
法 令 番 号 平成18年法律第91号

 【基準】 

　準用規定法第44条第1項の規定による。 

　(移動等円滑化経路協定の変更) 

第44条　移動等円滑化経路協定区域内における土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の

効力が及ばない者を除く。)は、移動等円滑化経路協定において定めた事項を変更しようと

する場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなけれ

ばならない。 

2　前2条の規定は、前項の変更の認可について準用する。 

 
標準処理期間 40日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1850　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 移動等円滑化施設協定の廃止認可(第48条第1項の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律　第51条の2第3項

 
法 令 番 号 平成18年法律第91号

 【基準】 

　準用規定法第48条第1項の規定による。 

　(移動等円滑化経路協定の廃止) 

第48条　移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等(当該移動等円滑化経路協定の効力が

及ばない者を除く。)は、第41条第3項又は第44条第1項の認可を受けた移動等円滑化経路協

定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長

の認可を受けなければならない。 

2　市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 

 
標準処理期間 40日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1851　  

担当部署:　福祉課　 

 

処分の概要 一の所有者による移動等円滑化施設協定の認可(第50条の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律　第51条の2第3項

 
法 令 番 号 平成18年法律第91号

 【基準】 

　準用規定法第50条の規定による。 

　(一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定) 

第50条　移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土

地所有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑化のため必要があると認めるときは、市

町村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑化経路協定区域とする移動等円滑化

経路協定を定めることができる。 

2　市町村長は、前項の認可の申請が第43条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等

円滑化経路協定が移動等円滑化のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をする

ものとする。 

3　第43条第2項の規定は、第1項の認可について準用する。 

4　第1項の認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して3年以内において当

該移動等円滑化経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時か

ら、第43条第2項の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有

する移動等円滑化経路協定となる。 

 
標準処理期間 40日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1852　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 施設等利用給付認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第30条の5第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第30条の4及び第30条の5の規定による。 

　(支給要件) 

第30条の4　子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第28条第

1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地

域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第7条第10項第4

号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第58

条の3において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第30条の11第1項に規定

する特定子ども・子育て支援の利用について行う。 

(1)　満3歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

するものを除く。) 

(2)　満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、第19

条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難で

あるもの 

(3)　満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、

第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困

難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第30条の11

第1項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合に

あっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の

規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下こ

の号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むもの

とし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条

第7項第2号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの 

(市町村の認定等) 

第30条の5　前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給

付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就

学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該

当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を

受けなければならない。 

2　前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居

住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しない

とき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行う

ものとする。 

3　市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結

果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利

用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。 
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 4　市町村は、第1項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付

を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護

者に通知するものとする。 

5　第1項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければ

ならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要すること

その他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対

し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」と

いう。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 

6　第1項の規定による申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、

若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日まで

に当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を

却下したものとみなすことができる。 

7　次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に

施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受

けていないものは、第1項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要

しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用

給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前

子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。 

(1)　第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3

歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認

定保護者　前条第2号に掲げる小学校就学前子ども 

(2)　第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3

歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)又は満3歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市

町村民税世帯非課税者である場合に限る。)　前条第3号に掲げる小学校就学前子ども 

 
標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第30条の5第5項)

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1853　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 施設等利用給付認定の変更

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第30条の8第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第30条の8の規定による。 

　(施設等利用給付認定の変更) 

第30条の8　施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校

就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の該当する第30条の4各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるとき

は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申

請することができる。 

2　市町村は、前項の規定による申請により、施設等利用給付認定保護者につき、必要がある

と認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。 

3　第30条の5第2項から第6項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定につい

て準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

4　市町村は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、第30条の4第3号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月

31日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等(第30条の11第1項に

規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認め

るときは、内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことが

できる。 

5　第30条の5第2項及び第3項の規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準

用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 
標準処理期間 申請のあった日から30日以内(第30条の5第5項)

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1855　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 特定子ども・子育て支援施設等の確認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第58条の2

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第58条の2の規定による。 

　(特定子ども・子育て支援施設等の確認) 

第58条の2　第30条の11第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援

施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1859　  

担当部署:　教育委員会事務局　生涯学習課　 

 

処分の概要 文化財保存活用支援団体の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
文化財保護法　第192条の2第1項

 
法 令 番 号 昭和25年法律第214号

 【基準】 

　法第192条の2の規定による。 

　(文化財保存活用支援団体の指定) 

第192条の2　市町村の教育委員会は、法人その他これに準ずるものとして文部科学省令で定

める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる

ものを、その申請により、文化財保存活用支援団体(以下この節において「支援団体」とい

う。)として指定することができる。 

2　市町村の教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援団体の名称、住所

及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

3　支援団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、

その旨を市町村の教育委員会に届け出なければならない。 

4　市町村の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公

示しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1862　  

担当部署:　くらし安全課　 

 

処分の概要 排水設備の設置の承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
浄化槽法　第12条の10第1項

 
法 令 番 号 昭和58年法律第43号

 【基準】 

　法第12条の10第1項の規定による。 

(排水設備の設置の承認) 

第12条の10　汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第12条の5第3項の規定

による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところ

により、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。 

2　前2条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1868　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

宅地造成等工事規制区域の指定等に係る基礎調査のための土地の試掘等の許可

(第87条の2第1項において市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特

定盛土等規制法第6条第1項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第87条の2第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第6条の規定による。 

(基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等) 

第6条　前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、

その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは

垣、柵その他の工作物(以下この条、次条第2項及び第58条第2号において「障害物」という。)

を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害

物の伐除(以下この条、次条第2項及び同号において「試掘等」という。)を行おうとする場

合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないと

きは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当

該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことがで

きる。この場合において、市町村長が許可を与えるときは障害物の所有者及び占有者に、都

道府県知事が許可を与えるときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見

を述べる機会を与えなければならない。 

2　前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐

除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当

該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。 

3　第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障

害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその

場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないと

きは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、

当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除するこ

とができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有

者及び占有者に通知しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 10 月 1 日
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ID:　1869　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
宅地造成等に関する工事の許可(第87条の2第1項において市町村の長が処理す

ることとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第87条の2第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第12条及び第13条の規定による。 

　(宅地造成等に関する工事の許可) 

第12条　宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、

工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可

を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ

るものとして政令で定める工事については、この限りでない。 

2　都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はそ

の申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めると

きは、同項の許可をしてはならない。 

(1)　当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が次条の規定に適合するものである

こと。 

(2)　工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。 

(3)　工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成するために必要な能力があること。 

(4)　当該宅地造成等に関する工事(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に

規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事

業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。)をしようとする土地の区域内の土

地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収

益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。 

3　都道府県知事は、第1項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付す

ることができる。 

4　都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、

工事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省

令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。 

　(宅地造成等に関する工事の技術的基準等) 

第13条　宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第1項た

だし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。)は、政令(その政令で都道府県

の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、

排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成等に伴

う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

2　前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に

委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を

有する者の設計によらなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1870　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要
工事計画の変更の許可(第87条の2第1項において市町村の長が処理することと

される宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第87条の2第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第16条及び第13条の規定による。 

　(変更の許可等) 

第16条　第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の

変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けな

ければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りで

ない。 

2　第12条第1項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたと

きは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

3　第12条第2項から第4項まで、第13条、第14条及び前条第1項の規定は、第1項の許可につい

て準用する。 

4　第1項又は第2項の場合における次条から第19条までの規定の適用については、第1項の許

可又は第2項の規定による届出に係る変更後の内容を第12条第1項の許可の内容とみなす。 

5　前条第2項の規定により第12条第1項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定

盛土等に関する工事に係る都市計画法第35条の2第1項の許可又は同条第3項の規定による

届出は、当該工事に係る第1項の許可又は第2項の規定による届出とみなす。 

　(宅地造成等に関する工事の技術的基準等) 

第13条　宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(前条第1項た

だし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。)は、政令(その政令で都道府県

の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、

排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成等に伴

う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

2　前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に

委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を

有する者の設計によらなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1882　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

宅地造成又は特定盛土等に関する工事完了の検査及び検査済証の交付(第87条

の2第1項において市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等

規制法第17条の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第87条の2第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第17条の規定による。 

(完了検査等) 

第17条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第12条第1項の許可を受けた者は、当

該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところ

により、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の

検査を申請しなければならない。 

2　都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第13条第1項の規定に適合していると認めた場

合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付し

なければならない。 

3　第15条第2項の規定により第12条第1項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特

定盛土等に関する工事に係る都市計画法第36条第1項の規定による届出又は同条第2項の規

定により交付された検査済証は、当該工事に係る第1項の規定による申請又は前項の規定に

より交付された検査済証とみなす。 

4　土石の堆積に関する工事について第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事

(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、主務省令で定める期間内

に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうか

について、都道府県知事の確認を申請しなければならない。 

5　都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場

合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付し

なければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1883　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 歩行者利便増進計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第48条の26第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第48条の26の規定による。 

(歩行者利便増進計画の認定) 

第48条の26　道路管理者は、前条第6項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利

便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認

定をするものとする。 

2　道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同

項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1884　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 歩行者利便増進計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第48条の27第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第48条の27の規定による。 

(歩行者利便増進計画の変更等) 

第48条の27　前条第1項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を

受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受け

なければならない。 

2　道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認

める場合に限り、その認定をするものとする。 

(1)　変更後の歩行者利便増進計画が第48条の25第1項第1号から第3号までに掲げる基準を

満たしていること。 

(2)　当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の

利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情がある

こと。 

3　前条第2項の規定は、第1項の変更の認定をした場合について準用する。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1885　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 公募を行つた場合における道路の占用の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第48条の28第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第48条の28の規定による。 

(公募を行つた場合における道路の占用の許可) 

第48条の28　認定計画提出者は、第48条の26第1項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。第

4項及び次条において「計画の認定」という。)を受けた歩行者利便増進計画(変更があつた

ときは、その変更後のもの。次項及び次条第2号において「認定歩行者利便増進計画」とい

う。)に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。 

2　道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第32条第1項又は第3

項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなけ

ればならない。 

3　前項の規定による許可に係る第32条第2項及び第87条第1項の規定の適用については、第32

条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第48条の24第2項第2号の措置を記載した書

面を添付して、」と、第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確

保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 

4　計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第48条の26第1項の道路

の場所については、第32条第1項又は第3項の規定による許可の申請をすることができない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1886　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 地位の承継の承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第48条の29

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第48条の29の規定による。 

(地位の承継) 

第48条の29　次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画

の認定に基づく地位を承継することができる。 

(1)　認定計画提出者の一般承継人 

(2)　認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募

対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又

は管理に必要な権原を取得した者 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1887　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 車両の停留の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第48条の32第1項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第48条の32第1項及び第2項並びに第48条の33の規定による。 

(車両の停留の許可) 

第48条の32　特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の

許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その

他政令で定める車両については、この限りでない。 

2　前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日

時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を

記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 

 

(特定車両の停留の許可基準) 

第48条の33　道路管理者は、前条第1項又は第3項の許可をしようとするときは、次の基準によ

つて、これをしなければならない。 

(1)　当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第48条の30第1項の規定により指定した

種類のものであること。 

(2)　当該許可の申請に係る前条第2項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及

び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政

令で定める基準に適合するものであること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1888　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 車両の停留の変更の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
道路法　第48条の32第3項

 
法 令 番 号 昭和27年法律第180号

 【基準】 

　法第48条の32第1項の車両の停留の許可と同様に法第48条の32第1項及び第2項並びに第48

条の33の規定による。 

(車両の停留の許可) 

第48条の32　特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の

許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その

他政令で定める車両については、この限りでない。 

2　前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日

時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を

記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 

 

(特定車両の停留の許可基準) 

第48条の33　道路管理者は、前条第1項又は第3項の許可をしようとするときは、次の基準によ

つて、これをしなければならない。 

(1)　当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第48条の30第1項の規定により指定した

種類のものであること。 

(2)　当該許可の申請に係る前条第2項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及

び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政

令で定める基準に適合するものであること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1889　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 生活療養減額認定証の再交付(第26条の3第5項の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第26条の6の4第4項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第26条の6の4第4項及び準用する省令第26条の3第5項の規定による。 

(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等) 

第26条の6の4 

4　第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、生活療養

減額認定証について準用する。 

 

　(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定) 

第26条の3 

5　世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請

書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければ

ならない。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1891　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 生活療養減額認定証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第26条の6の4第2項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第26条の6の4第1項から第3項までの規定による。 

(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等) 

第26条の6の4　市町村又は組合は、被保険者が、令第29条の3第1項第5号イ及びロの区分に従

い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第1号において「生活療養減額認定世帯員」と

いう。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第62条の

3第1号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第85条の2第2項に規定する

厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則

第62条の3第1号の規定による市町村又は組合の認定(第27条の14の2及び第27条の14の5に

規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。 

2　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次

の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定

証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出が

あつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認

書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に

交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けてお

り、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記し

た場合は、この限りではない。 

(1)　市町村　様式第1号の6の3による生活療養標準負担額減額認定証 

(2)　組合　様式第1号の6の4による生活療養標準負担額減額認定証 

3　認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減

額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該

当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主

が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。 

(1)　生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保

険法施行規則第62条の3第1号に定める者でなくなつたとき。 

(2)　生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活

療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1897　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 先端設備等導入計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中小企業等経営強化法　第52条第1項

 
法 令 番 号 平成11年法律第18号

 【基準】 

　法第52条の規定による。 

(先端設備等導入計画の認定) 

第52条　同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)

をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下こ

の条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定める

ところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本

計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。 

2　2以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該2以上の

中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 

3　先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1)　先端設備等の種類及び導入時期 

(2)　先端設備等導入の内容 

(3)　先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法 

4　特定市町村は、第1項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の

各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 

(1)　基本方針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。 

(2)　当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込

まれるものであること。 

5　特定市町村は、第1項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知

しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1898　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 先端設備等導入計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中小企業等経営強化法　第53条第1項

 
法 令 番 号 平成11年法律第18号

 【基準】 

　法第53条第1項の規定による。 

(先端設備等導入計画の変更等) 

第53条　前条第1項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)

は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定める

ところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。 

2　特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の

規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」

という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すこ

とができる。 

3　特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものと

なったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

4　特定市町村は、前2項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を経済産

業大臣に通知するものとする。 

5　前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1900　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 指定納付受託者の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
地方自治法　第231条の2の3第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第67号

 【基準】 

　法第231条の2の3第1項及び政令第158条の規定による。 

(指定納付受託者) 

第231条の2の3　歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂

行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定

めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めると

ころにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。 

2　普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、

住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で

定める事項を告示しなければならない。 

3　指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務

省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければ

ならない。 

4　普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を

告示しなければならない。 

 

(指定納付受託者等の要件) 

第158条　地方自治法第231条の2の3第1項及び第231条の2の4に規定する政令で定める者は、

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

(1)　地方自治法第231条の2の3第1項に規定する納付事務(次号において「納付事務」とい

う。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。 

(2)　その人的構成等に照らして、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及

び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 

 
標準処理期間 90日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1914　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 地域脱炭素化促進事業計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
地球温暖化対策の推進に関する法律　第22条の2第3項

 
法 令 番 号 平成10年法律第117号

 【基準】 

　法第22条の2第1項から第3項まで、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素

化促進事業計画の認定等に関する省令第5条及び第6条の規定による。 

(地域脱炭素化促進事業計画の認定) 

第22条の2　地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体

実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を

経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該

地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を

作成し、地方公共団体実行計画(第21条第5項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以

下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申

請することができる。 

2　地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1)　申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2)　地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含

む。) 

(3)　地域脱炭素化促進事業の実施期間 

(4)　整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素

化促進施設の整備の内容 

(5)　前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容 

(6)　第4号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の

範囲 

(7)　第4号の整備及び第5号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

(8)　第4号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項 

イ　地域の環境の保全のための取組 

ロ　地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

(9)　その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項 

3　計画策定市町村は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱

炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定を

するものとする。 

(1)　地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであるこ

と。 

(2)　地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実

施されると見込まれるものであること。 

(3)　その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合す

るものであること。 

 

(地域脱炭素化促進事業計画の認定基準) 
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 第5条　法第22条の2第3項第2号の地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進

事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次のとおりとする。 

(1)　認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置する場所について所有権その他の

使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。 

(2)　認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者が維持し、及び運用する

電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について電気事業者の同意を得て

いること。 

(3)　認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関

係法令の規定を遵守するものであること。 

第6条　法第22条の2第3項第3号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定

める基準は、次のとおりとする。 

(1)　認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を適切に保守点検し、及び維持管理するた

め、柵又は塀の設置(当該地域脱炭素化促進施設等が、当該認定の申請に係る地域脱炭素

化促進事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に

設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。 

(2)　認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等には、その外部から見やすいように、当該

認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項

について記載した標識を掲げるものであること。ただし、高度化法施行令第4条第1号に掲

げるものを電気に変換する再生可能エネルギー発電施設であって、その出力が20キロワ

ット未満のもの又は屋根に設置されるものにあっては、この限りでない。 

(3)　認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の廃棄その他の当該認定の申請に係る地

域脱炭素化促進事業を廃止する際の地域脱炭素化促進施設等の取扱いに関する計画が適

切であること。 

(4)　認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設の種類に応じて適切に事業を実施するもの

であること。 

(5)　認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守す

るものであること。 

(6)　認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1915　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
地球温暖化対策の推進に関する法律　第22条の3第1項

 
法 令 番 号 平成10年法律第117号

 【基準】 

　法第22条の3第1項及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業

計画の認定等に関する省令第9条の規定による。 

(地域脱炭素化促進事業計画の変更等) 

第22条の3　前条第3項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、

当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行

計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経

て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策

定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・

国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

 

(地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更) 

第9条　法第22条の3第1項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令

で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(1)　認定地域脱炭素化促進事業者の変更 

(2)　認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の設置の場所若

しくは形態、種類、規模、構造、出力又は色彩の変更(色彩の変更にあっては、認定地域

脱炭素化促進事業計画に法第22条の2第4項第5号又は第6号に掲げる行為を記載した場合

に限る。) 

(3)　前号に掲げるもののほか、認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促

進施設等に係る主要な変更 

(4)　認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等に係る保守点検

及び維持管理を行う体制の変更 

(5)　認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状

回復に関する事項の変更 

(6)　認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域の脱炭素化のための取組の内容の変

更 

(7)　認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した次に掲げる取組に関する事項の内容の変

更 

イ　地域の環境の保全のための取組 

ロ　地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

(8)　前各号に掲げるもののほか、地域脱炭素化促進事業計画に記載した内容の実質的な変

更 

 
標準処理期間 15日

 備考
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2

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1917　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 有機農業を促進するための栽培管理に関する協定締結の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律　第31条第1項

 
法 令 番 号 令和4年法律第37号

 【基準】 

　法第31条及び第33条の規定による。 

(協定の締結等) 

第31条　同意基本計画において定められた特定区域内にある相当規模の一団の農用地(農地

又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。)について所有権、地上権、永小作権、

質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者

(国及び地方公共団体を除く。以下「農用地所有者等」という。)は、当該特定区域において

特定環境負荷低減事業活動として行われる有機農業(有機農業の推進に関する法律第2条に

規定する有機農業をいう。以下この条において同じ。)の生産団地を形成するため、市町村

長(次項第1号に規定する協定区域が2以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府

県知事。以下この節において同じ。)の認可を受けて、有機農業を促進するための栽培管理

に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。 

2　協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1)　協定の対象となる農用地の区域(以下「協定区域」という。) 

(2)　有機農業及びそれ以外の農業における栽培の管理に関する事項 

(3)　協定の有効期間 

(4)　協定に違反した場合の措置 

(5)　その他必要な事項 

3　協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければなら

ない。 

4　協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなけ

ればならない。 

5　協定の有効期間は、5年を超えてはならない。 

(協定の認可) 

第33条　市町村長は、第31条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めると

きは、同項の認可をするものとする。 

(1)　申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。 

(2)　協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものである

こと。 

(3)　協定の内容が同意基本計画の達成に資すると認められるものであること。 

2　市町村長は、第31条第1項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その

旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村(協定区域が2以上の市町村の区域にわたる

場合にあっては、都道府県)の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域であ

る旨を当該協定区域内に明示しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考
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 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1918　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 協定の変更の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律　第34条第1項

 
法 令 番 号 令和4年法律第37号

 【基準】 

　法第34条の規定による。 

(協定の変更) 

第34条　第31条第1項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当該協定において定めた

事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受

けなければならない。 

2　前2条の規定は、前項の認可について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1919　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 協定の廃止の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律　第36条第1項

 
法 令 番 号 令和4年法律第37号

 【基準】 

　法第36条の規定による。 

(協定の廃止) 

第36条　第31条第1項又は第34条第1項の認可を受けた協定に係る農用地所有者等は、当該協

定を廃止しようとする場合には、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可

を受けなければならない。 

2　市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1922　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法　第47条第1項

 
法 令 番 号 平成30年法律第49号

 【基準】 

　法第47条の規定による。 

(所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定) 

第47条　市町村長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定

非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化

等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正

かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、所有者不明土地利用円

滑化等推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。 

2　市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称又は商号、住所及

び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

3　推進法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更する

ときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

4　市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 4 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1929　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 認可地縁団体の合併の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
地方自治法　第260条の39第3項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第67号

 【基準】 

　法第260条の38及び第260条の39の規定による。 

第260条の38　認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。 

第260条の39　認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 

2　前項の決議は、総構成員の4分の3以上の多数をもつてしなければならない。ただし、規約

に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

3　合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

4　第260条の2第2項及び第5項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、

同条第2項第1号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連

携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1931　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要

土石の堆積に関する工事完了の確認及び確認済証の交付(第87条の2第1項にお

いて市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第17条

第4項の適用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第87条の2第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第4項の規定による。 

(完了検査等) 

第17条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第12条第1項の許可を受けた者は、当

該許可に係る工事を完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところ

により、その工事が第13条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の

検査を申請しなければならない。 

2　都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第13条第1項の規定に適合していると認めた場

合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付し

なければならない。 

3　第15条第2項の規定により第12条第1項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は特

定盛土等に関する工事に係る都市計画法第36条第1項の規定による届出又は同条第2項の規

定により交付された検査済証は、当該工事に係る第1項の規定による申請又は前項の規定に

より交付された検査済証とみなす。 

4　土石の堆積に関する工事について第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事

(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、主務省令で定める期間内

に、主務省令で定めるところにより、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうか

について、都道府県知事の確認を申請しなければならない。 

5　都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場

合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第12条第1項の許可を受けた者に交付し

なければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1932　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査(第87条の2第1項において市

町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第18条の適

用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市再生特別措置法　第87条の2第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第22号

 【基準】 

　適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定による。 

　(中間検査) 

第18条　第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等(政令で

定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(以下この条において「特定工

程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主

務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しな

ければならない。 

2　都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係る工事が第13条第1項の規定に適合

していると認めた場合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係る中間検査

合格証を第12条第1項の許可を受けた者に交付しなければならない。 

3　特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該

特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。 

4　都道府県は、第1項の検査について、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害を防止するために

必要があると認める場合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは特定盛土等の

規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特定工程(当該特定工程後の前項に規定

する工程を含む。)として条例で定める工程を追加することができる。 

5　都道府県知事は、第1項の検査において第13条第1項の規定に適合することを認められた特

定工程に係る工事については、前条第1項の検査において当該工事に係る部分の検査をする

ことを要しない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1933　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 開示請求に対する決定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
個人情報の保護に関する法律　第82条

 
法 令 番 号 平成15年法律第57号

 【基準】 

　法第76条及び第78条から第82条までの規定による。 

　(開示請求権) 

第76条　何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長

等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することが

できる。 

2　未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節に

おいて「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この

節及び第127条において「開示請求」という。)をすることができる。 

　(保有個人情報の開示義務) 

第78条　行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各

号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場

合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

(1)　開示請求者(第76条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合

にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第86条第1項において同

じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

(2)　開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求

者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開

示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

イ　法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報 

ロ　人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認めら

れる情報 

ハ　当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国

家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独

立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務

員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の

遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の

内容に係る部分 

(3)　法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む

個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 
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 イ　開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるもの 

ロ　行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条

件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められ

るもの 

(4)　行政機関の長が第82条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をす

る場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機

関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る

おそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 

(5)　行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする

場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行

その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は

地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

(6)　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に

おける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じ

させるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるも

の 

(7)　国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業

に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業

の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ　独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場

合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわ

れるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ　独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法

人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

ハ　監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその

発見を困難にするおそれ 

ニ　契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方

独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ　調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ヘ　人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト　独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

2　地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項

中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとさ

れている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第5条に規定する

不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもの

のうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして

条例で定めるもの(」とする。 

　(部分開示) 

第79条　行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合

において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求
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 者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

2　開示請求に係る保有個人情報に前条第1項第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、

生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等

及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益

が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含ま

れないものとみなして、前項の規定を適用する。 

　(裁量的開示) 

第80条　行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合

であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に

対し、当該保有個人情報を開示することができる。 

　(保有個人情報の存否に関する情報) 

第81条　開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答える

だけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の

存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

　(開示請求に対する措置) 

第82条　行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、

その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示

の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第62条第2

号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 

2　行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定に

より開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを

含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しな

ければならない。 

 
標準処理期間

開示請求があった日から30日以内(第83条第1項)、施行条例に定めがある場

合は、それによる。

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1934　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 訂正請求に対する決定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
個人情報の保護に関する法律　第93条

 
法 令 番 号 平成15年法律第57号

 【基準】 

　法第90条、第92条及び第93条の規定による。 

　(訂正請求権) 

第90条　何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第98条第1項におい

て同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保

有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含

む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂

正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

(1)　開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

(2)　開示決定に係る保有個人情報であって、第88条第1項の他の法令の規定により開示を

受けたもの 

2　代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第127条において

「訂正請求」という。)をすることができる。 

3　訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 

　(保有個人情報の訂正義務) 

第92条　行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認

めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保

有個人情報の訂正をしなければならない。 

　(訂正請求に対する措置) 

第93条　行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定

をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

2　行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定を

し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 
標準処理期間

訂正請求があった日から30日以内(第94条第1項)、施行条例に定めがある場

合は、それによる。

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1935　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 利用停止請求に対する決定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
個人情報の保護に関する法律　第101条

 
法 令 番 号 平成15年法律第57号

 【基準】 

　法第98条、第100条及び第101条の規定による。 

　(利用停止請求権) 

第98条　何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料す

るときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に

対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の

停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の

規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

(1)　第61条第2項の規定に違反して保有されているとき、第63条の規定に違反して取り扱

われているとき、第64条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第69条第1項

及び第2項の規定に違反して利用されているとき　当該保有個人情報の利用の停止又は

消去 

(2)　第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反して提供されているとき　当該

保有個人情報の提供の停止 

2　代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第127条にお

いて「利用停止請求」という。)をすることができる。 

3　利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 

　(保有個人情報の利用停止義務) 

第100条　行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由

があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正

な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停

止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保

有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著

しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

　(利用停止請求に対する措置) 

第101条　行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、そ

の旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

2　行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨

の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 
標準処理期間

利用停止請求があった日から30日以内(第102条第1項)、施行条例に定めが

ある場合は、それによる。

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1936　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 特定法人に対する農地等の権利移動の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
構造改革特別区域法　第24条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第189号

 【基準】 

　法第24条第1項の規定による。 

(農地法の特例) 

第24条　地方公共団体が、その区域内において、農地等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条

第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するもの

とみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下

この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足しており、か

つ、従前の措置のみによっては耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものと

みなされる農作物の栽培を含む。第3号及び第4項において同じ。)の目的に供されていない

農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれが

あることから、その設定する構造改革特別区域内において、農地等の効率的な利用を通じた

地域の活性化を図るため同法第2条第3項に規定する農地所有適格法人以外の法人が農地等

の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請

し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内にある農地等

を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただ

し書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項及び

第4項において同じ。)は、当該認定構造改革特別区域計画に定められた別表第14号に掲げる

事業の実施主体である当該法人のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たしているもの

(以下この条及び同表第14号において「特定法人」という。)が当該構造改革特別区域内にあ

る農地等について当該地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条

第2項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第1項の許可をするこ

とができる。 

(1)　当該法人が、その農地等の所有権の取得後において第4項の規定による通知が行われ

た場合その他その農地等を適正に利用していないと当該地方公共団体が認めた場合には

当該地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該地方

公共団体と締結していること。 

(2)　当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安

定的に農業経営を行うと見込まれること。 

(3)　当該法人の業務執行役員等(農地法第3条第3項第3号に規定する業務執行役員等をい

う。第4項第4号において同じ。)のうち、1人以上の者が当該法人の行う耕作又は養畜の事

業に常時従事すると認められること。 

 
標準処理期間 30日

 備考
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 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1937　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 管理計画の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律　第5条の3第1項

 
法 令 番 号 平成12年法律第149号

 【基準】 

　法第5条の3及び第5条の4の規定による。 

(管理計画の認定) 

第5条の3　管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による

マンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正

化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を

申請することができる。 

2　管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1)　当該マンションの修繕その他の管理の方法 

(2)　当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 

(3)　当該マンションの管理組合の運営の状況 

(4)　その他国土交通省令で定める事項 

(認定基準) 

第5条の4　計画作成都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該

申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることが

できる。 

(1)　マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するもの

であること。 

(2)　資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものである

こと。 

(3)　管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

(4)　その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照ら

して適切なものであること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1938　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 管理計画の認定の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律　第5条の6第1項

 
法 令 番 号 平成12年法律第149号

 【基準】 

　法第5条の6の規定による。 

(認定の更新) 

第5条の6　第5条の4の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、

その効力を失う。 

2　前3条の規定は、前項の認定の更新について準用する。 

3　第1項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項におい

て「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、

従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有

する。 

4　前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の

有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1939　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 管理計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律　第5条の7第1項

 
法 令 番 号 平成12年法律第149号

 【基準】 

　法第5条の7の規定による。 

(認定を受けた管理計画の変更) 

第5条の7　認定管理者等は、第5条の4の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める

軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作

成都道府県知事等の認定を受けなければならない。 

2　第5条の4及び第5条の5の規定は、前項の認定について準用する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1942　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 指定認定事務支援法人の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令　第1条第1項

 
法 令 番 号 平成13年政令第238号

 【基準】 

　政令第1条の規定による。 

(指定認定事務支援法人の指定) 

第1条　マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第5条の12第1項

の規定による指定(以下「指定」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、計画作

成都道府県等の委託を受けて同項各号に掲げる事務(以下「認定支援事務」という。)を行お

うとする法人の申請により行う。 

2　計画作成都道府県知事等は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、指定をしてはならない。 

(1)　当該申請をした法人が、認定支援事務の運営に関する国土交通省令で定める基準に従

って認定支援事務を適正に実施することができないと認められるとき。 

(2)　当該申請をした法人が、法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない法人であるとき。 

(3)　当該申請をした法人が、第4条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2

年を経過しない法人であるとき。 

(4)　当該申請をした法人の役員のうちに、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わ

り、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があるとき。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1944　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 空家等管理活用支援法人の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
空家等対策の推進に関する特別措置法　第23条第1項

 
法 令 番 号 平成26年法律第127号

 【基準】 

　法第23条の規定による。 

(空家等管理活用支援法人の指定) 

第23条　市町村長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定

非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図

る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行

うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支

援法人」という。)として指定することができる。 

2　市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及

び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

3　支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更する

ときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

4　市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1949　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 指定公金事務取扱者の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
地方自治法　第243条の2第1項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第67号

 【基準】 

　法第243条の2第1項及び政令第173条の規定による。 

(指定公金事務取扱者) 

第243条の2　普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下

この条及び次条第1項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができ

る者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところに

より指定するものに、この条から第243条の2の6までの規定の定めるところにより、公金事

務を委託することができる。 

2　普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下

「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者

に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければ

ならない。 

3　指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、

総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なけ

ればならない。 

4　普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を

告示しなければならない。 

5　指定公金事務取扱者は、第1項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事

務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることがで

きる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方

公共団体の長の承認を受けなければならない。 

6　前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱

者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者と

して政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この

場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体

の長の承認を受けなければならない。 

7　前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受

けた者とみなして、同項の規定を適用する。 

8　会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しな

ければならない。 

9　会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取

扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 

10　監査委員は、第8項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることがで

きる。 

 

(指定公金事務取扱者等の要件) 

第173条　地方自治法第243条の2第1項、第5項及び第6項(同条第7項の規定により適用する場
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 合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者

とする。 

(1)　地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)

を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。 

(2)　その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及

び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 

 
標準処理期間 90日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1960　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 熱中症対策普及団体の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
気候変動適応法　第23条第1項

 
法 令 番 号 平成30年法律第50号

 【基準】 

　法第23条第1項、第2項、省令第6条及び第9条の規定による。 

(熱中症対策普及団体) 

第23条　市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律

第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であって、

第3項各号に掲げる事業(以下この条において「熱中症対策普及事業」という。)に関し次に

掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、熱中症対策普及団体(以下こ

の条及び次条において「普及団体」という。)として指定することができる。 

(1)　職員、業務の方法その他の事項についての熱中症対策普及事業の実施に関する計画が

適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を

有すると認められること。 

(2)　個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他熱中症対策普及事業

を適正かつ確実に実施するために必要な措置として環境省令で定める措置が講じられて

いること。 

(3)　熱中症対策普及事業以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによって

熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであるこ

と。 

(4)　前3号に定めるもののほか、熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施することがで

きると認められること。 

2　市町村長は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定

による指定をしてはならない。 

(1)　第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者である

こと。 

(2)　その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、

又はその執行を受けなくなった日から2年を経過しない者があること。 

 

(熱中症対策普及団体として指定を受けることができる法人) 

第6条　法第23条第1項の環境省令で定める法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条

に規定する社会福祉法人及び会社とする。 

(個人に関する情報の取扱い) 

第9条　法第23条第1項第2号の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 

(1)　個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実

な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。 

(2)　個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施

のための研修の計画を策定し、これに基づいて熱中症対策普及事業従事職員に対して研

修を実施すること。 
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標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1963　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 熱中症対策普及団体の名称等の変更

 
法 令 名 

根 拠 条 項
気候変動適応法施行規則　第8条第1項

 
法 令 番 号 令和6年環境省令第2号

 【基準】 

　省令第8条の規定による。 

(名称等の変更) 

第8条　熱中症対策普及団体(次項において「普及団体」という。)は、前条第1項各号に掲げる

事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を市

町村長に提出しなければならない。 

2　普及団体は、前条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書

類を市町村長に提出しなければならない。 

 
標準処理期間 15日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1966　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 指定地域共同活動団体の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
地方自治法　第260条の49第2項

 
法 令 番 号 昭和22年法律第67号

 【基準】 

　法第260条の49第1項及び第2項の規定による。 

第260条の49　市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域

の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的

かつ効果的に図るようにしなければならない。 

2　市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同

活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を

有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であ

つて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定

することができる。 

(1)　良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住

民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定める

もの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携

その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。 

(2)　民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条

例で定める要件を備えること。 

(3)　目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とす

る定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。 

(4)　前3号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　1969　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 資格確認書の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第6条第2項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第6条第2項及び国民健康保険法第5条から第7条までの規定による。 

(資格確認書の交付等) 

第6条 

2　市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、第4項各号に掲げる事項を記載し

た資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において、

資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認(法第36条第3項に規定す

る電子資格確認をいう。第7条の3第2項第2号及び第24条の5第1項第3号において同じ。)を受

けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。 

 

　(被保険者) 

第5条　都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とと

もに行う国民健康保険の被保険者とする。 

　(適用除外) 

第6条　前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道

府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」とい

う。)の被保険者としない。 

(1)　健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の

規定による日雇特例被保険者を除く。 

(2)　船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 

(3)　国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37

年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 

(4)　私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度

の加入者 

(5)　健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被

保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 

(6)　船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地

方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 

(7)　健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健

康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定に

よるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項

の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定

により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養

者を除く。 

(8)　高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者 

(9)　生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止さ

れている世帯を除く。)に属する者 
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 (10)　国民健康保険組合の被保険者 

(11)　その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの　(資格取得の時期) 

第7条　都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至

つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1970　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第7条の2の2第2項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第7条の2の2第2項の規定による。 

(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等) 

第7条の2の2 

2　市町村は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を

確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該世帯主に交付し

なければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1971　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 限度額適用認定証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第27条の14の4第2項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第27条の14の4第2項の規定による。 

(令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定) 

第27条の14の4 

2　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次

の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条

において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出が

あつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認

書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に

交付しなければならない。 

(1)　市町村　様式第1号の8の3による限度額適用認定証 

(2)　組合　様式第1号の8の4による限度額適用認定証 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1972　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 限度額適用認定証の再交付(第26条の3第5項の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第27条の14の4第4項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第27条の14の4第4項及び準用する省令第26条の3第5項の規定による。 

(令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定) 

第27条の14の4 

4　第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適

用認定証について準用する。 

 

　(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定) 

第26条の3 

5　世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請

書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければ

ならない。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1973　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 限度額適用・減額認定証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第27条の14の5第2項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第27条の14の5第2項の規定による。 

(令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの市町村又は組合

の認定) 

第27条の14の5 

2　市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次

の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認

定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の

提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に

係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているも

のに限る。)に有効期限を定めて交付しなければならない。 

(1)　市町村　様式第1号の9による限度額適用・標準負担額減額認定証 

(2)　組合　様式第1号の9の2による限度額適用・標準負担額減額認定証 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1974　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 限度額適用・減額認定証の再交付(第26条の3第5項の準用)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
国民健康保険法施行規則　第27条の14の5第4項

 
法 令 番 号 昭和33年厚生省令第53号

 【基準】 

　省令第27条の14の5第4項及び準用する省令第26条の3第5項の規定による。 

(令第29条の4第1項第3号ホ若しくはヘ、第4号ホ若しくはヘ又は第5号ロの市町村又は組合

の認定) 

第27条の14の5 

4　第7条の2(第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適

用・減額認定証について準用する。 

 

　(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定) 

第26条の3 

5　世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請

書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければ

ならない。 

 
標準処理期間 7日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　1975　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 指定公金事務取扱者の指定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
地方公営企業法　第33条の2

 
法 令 番 号 昭和27年法律第292号

 【基準】 

　法第33条の2、準用する地方自治法第243条の2第1項及び地方自治法施行令第173条の規定に

よる。 

(公金の徴収等の委託) 

第33条の2　地方自治法第243条の2から第243条の2の6までの規定は、地方公営企業の業務に

係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。この場合において、

同法第243条の2の4第1項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除

くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るもの(指定公金事務取

扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められ

るものに限る。)」と、同法第243条の2の6第1項中「他の法律又はこれに基づく政令に特別

の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係る

ものとして政令で定めるもの」と、同条第3項中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規

程」と読み替えるものとする。 

 

(指定公金事務取扱者) 

第243条の2　普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下

この条及び次条第1項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができ

る者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところに

より指定するものに、この条から第243条の2の6までの規定の定めるところにより、公金事

務を委託することができる。 

2　普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下

「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者

に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければ

ならない。 

3　指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、

総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なけ

ればならない。 

4　普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を

告示しなければならない。 

5　指定公金事務取扱者は、第1項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事

務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることがで

きる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方

公共団体の長の承認を受けなければならない。 

6　前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱

者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者と

して政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この

場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体
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 の長の承認を受けなければならない。 

7　前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受

けた者とみなして、同項の規定を適用する。 

8　会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しな

ければならない。 

9　会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取

扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 

10　監査委員は、第8項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることがで

きる。 

 

(指定公金事務取扱者等の要件) 

第173条　地方自治法第243条の2第1項、第5項及び第6項(同条第7項の規定により適用する場

合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者

とする。 

(1)　地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)

を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。 

(2)　その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及

び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 

 
標準処理期間 90日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　1978　  

担当部署:　健康生活課　 

 

処分の概要 妊婦給付認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
子ども・子育て支援法　第10条の9第1項

 
法 令 番 号 平成24年法律第65号

 【基準】 

　法第10条の8及び第10条の9の規定による。 

(支給要件) 

第10条の8　妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して

行う。 

(市町村の認定等) 

第10条の9　妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、

市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、

その認定を受けなければならない。 

2　前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の

住所地の市町村が行うものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 7 月 1 日
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ID:　3001　  

担当部署:　企画調整課　 

 

処分の概要
特定非営利活動法人設立の認証(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特

定非営利活動法人に係るものを除く。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
特定非営利活動促進法　第10条第1項

 
法 令 番 号 平成10年法律第7号

 【基準】 

　法第10条第1項及び第12条の規定による。 

(設立の認証) 

第10条　特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定め

るところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受け

なければならない。 

(1)　定款 

(2)　役員に係る次に掲げる書類 

イ　役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載

した名簿をいう。以下同じ。) 

ロ　各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約

し、並びに就任を承諾する書面の謄本 

ハ　各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるも

の 

(3)　社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住

所又は居所を記載した書面 

(4)　第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 

(5)　設立趣旨書 

(6)　設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

(7)　設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

(8)　設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(その行う活動に係る事業の収益及

び費用の見込みを記載した書類をいう。以下同じ。) 

(認証の基準等) 

第12条　所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設

立を認証しなければならない。 

(1)　設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 

(2)　当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するもので

あること。 

(3)　当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 

イ　暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2

条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第47条第6号において同じ。) 

ロ　暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同

じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の

構成員等」という。)の統制の下にある団体 

(4)　当該申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること。 

2　前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を

経過した日から2月(都道府県又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当
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 該期間)以内に行わなければならない。 

3　所轄庁は、第1項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証

の決定をしたときはその旨及びその理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面によ

り通知しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3003　  

担当部署:　企画調整課　 

 

処分の概要
定款の変更の認証(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特定非営利活動

法人に係るものを除く。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
特定非営利活動促進法　第25条第3項

 
法 令 番 号 平成10年法律第7号

 【基準】 

　法第25条第3項の規定による。 

　(定款の変更) 

第25条　 

3　定款の変更(第11条第1項第1号から第3号まで、第4号(所轄庁の変更を伴うものに限る。)、

第5号、第6号(役員の定数に係るものを除く。)、第7号、第11号、第12号(残余財産の帰属す

べき者に係るものに限る。)又は第13号に掲げる事項に係る変更を含むものに限る。)は、所

轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3004　  

担当部署:　企画調整課　 

 

処分の概要
解散の認定(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人に

係るものを除く。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
特定非営利活動促進法　第31条第2項

 
法 令 番 号 平成10年法律第7号

 【基準】 

　法第31条第2項の規定による。 

　(解散事由) 

第31条　 

2　前項第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3005　  

担当部署:　企画調整課　 

 

処分の概要
残余財産譲渡の認証(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特定非営利活

動法人に係るものを除く。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
特定非営利活動促進法　第32条第2項

 
法 令 番 号 平成10年法律第7号

 【基準】 

　法第32条第2項の規定による。 

　(残余財産の帰属) 

第32条　 

2　定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得

て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3006　  

担当部署:　企画調整課　 

 

処分の概要
合併の認証(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人に

係るものを除く。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
特定非営利活動促進法　第34条第3項

 
法 令 番 号 平成10年法律第7号

 【基準】 

　法第34条第3項の規定による。 

　(合併手続) 

第34条　 

3　合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3009　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 土地の試掘等の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市計画法　第26条第1項

 
法 令 番 号 昭和43年法律第100号

 【基準】 

　法第26条第1項の規定による。 

　(障害物の伐除及び土地の試掘等) 

第26条　前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、

その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは

垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボ

ーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合

において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないとき

は、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該

土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府

県知事等」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合にお

いて、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事

等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見

を述べる機会を与えなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3010　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 市街地開発事業等予定区域の建築等の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市計画法　第52条の2第1項

 
法 令 番 号 昭和43年法律第100号

 【基準】 

　法第52条の2の規定による。 

　(建築等の制限) 

第52条の2　市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内におい

て、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、

都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この

限りでない。 

(1)　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

(2)　非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(3)　都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

2　国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつ

て、前項の規定による許可があつたものとみなす。 

3　第1項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する

都市計画についての第20条第1項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区

域内においては、適用しない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3011　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 建築の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市計画法　第53条第1項

 
法 令 番 号 昭和43年法律第100号

 【基準】 

　法第53条第1項の規定による。 

(建築の許可) 

第53条　都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしよ

うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければ

ならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

(1)　政令で定める軽易な行為 

(2)　非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(3)　都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

(4)　第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められ

ている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び

載荷重の最大限度に適合するもの 

(5)　第12条の11に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等

の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する

上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3012　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 障害となる土地の形質の変更等の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
都市計画法　第65条第1項

 
法 令 番 号 昭和43年法律第100号

 【基準】 

　法第65条第1項の規定による。 

(建築等の制限) 

第65条　第62条第1項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において

準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都

市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その

他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行

おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 4 年 10 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3014　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要

宅地以外の土地を管理する者の承認(国土交通省所管の国有財産(河川法第100

条第1項に規定する準用河川の用に供されているもの及び道路法第8条第1項に

規定する市町村道の用に供されているもの(同法第92条第1項の規定により不用

物件となったものを含む。)で、県が管理するものに限る。)に限る。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
土地区画整理法　第7条(第17条及び第51条の5において準用する場合を含む。)

 
法 令 番 号 昭和29年法律第119号

 【基準】 

　法第7条の規定による。 

　(宅地以外の土地を管理する者の承認) 

第7条　第4条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する

場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3015　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 建築行為等の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
土地区画整理法　第76条第1項

 
法 令 番 号 昭和29年法律第119号

 【基準】 

　法第76条第1項の規定による。　 

(建築行為等の制限) 

第76条　次に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内にお

いて、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築

物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物

件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に

あつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知

事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第

4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において

「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 

(1)　個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告

又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」とい

う。)についての認可の公告 

(2)　組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第21条第3項の公告又は事業計画の変

更についての認可の公告 

(3)　区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公

告又は事業計画の変更についての認可の公告 

(4)　市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第4項又は第5項の規定により施行する土

地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告 

(5)　機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、

施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3018　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要 譲渡宅地造成における優良宅地の供給寄与に係る認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第28条の4第3項第5号イ

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第28条の4第3項第5号イの規定による。 

(5)　その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地

(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲

渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イ

に掲げる要件)に該当するもの 

イ　当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて

政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該

認定の内容に適合していること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3019　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要 新築の優良住宅における供給寄与に係る認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第28条の4第3項第6号

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第28条の4第3項第6号及び政令第19条第15項の規定による。 

　(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 

第28条の4 

3　第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところ

により証明がされたものについては、適用しない。 

(6)　個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した

住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めると

ころにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地

(その面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲

渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを

除く。) 

 

　(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 

第19条 

15　法第28条の4第3項第6号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した個人の申請に基づき、

当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行う

ものとする。 

(1)　建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項 

(2)　住宅の床面積に関する事項 

(3)　その他優良な住宅の供給に関し必要な事項 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3020　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要 一団の宅地造成の住宅建設における優良宅地の供給寄与に係る認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第31条の2第2項第14号ハ

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第31条の2第2項第14号ハ及び政令第20条の2第19項の規定による。 

　(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 

第31条の2　 

2　前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当すること

につき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 

(14)　その宅地の造成につき都市計画法第29条第1項の許可を要しない場合において住宅

建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個

人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続

人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しく

は包括受遺者。第5項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅に

より当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定す

る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人と

し、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係

る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法

人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲

渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第9号までに掲げる譲

渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。) 

イ　当該一団の宅地の面積が1,000平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地

の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。 

ロ　都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであるこ

と。 

ハ　当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するも

のであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行わ

れ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。 

 

　(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 

第20条の2 

19　法第31条の2第2項第14号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅

地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内

容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものと

する。 

(1)　宅地の用途に関する事項 

(2)　宅地としての安全性に関する事項 

(3)　給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項 

(4)　その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項 



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 8 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3021　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要
一団の住宅又は中高層耐火共同住宅の建設における優良住宅の供給寄与に係る

認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第31条の2第2項第15号ニ

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第31条の2第2項第15号ニ及び政令第20条の2第21項の規定による。 

　(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 

第31条の2　 

2　前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当すること

につき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。 

(15)　一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限

る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継

した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又

は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第5項において同じ。)又は法人(当該建設を

行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法

人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅

した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事

業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該建設を行

う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び同項において同

じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐

火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は前2号に掲げる譲渡に該当す

るものを除く。) 

イ　一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。 

ロ　中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等

に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分に相当するもの

をいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1,000

平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであるこ

と。 

ハ　前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。 

ニ　当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するも

のであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共

同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものにあつては、市

町村長)の認定を受けたものであること。 

 

　(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 

第20条の2 

21　法第31条の2第2項第15号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅で

その用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認

定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の

申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土

交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。 



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 (1)　建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項 

(2)　住宅の床面積に関する事項 

(3)　その他優良な住宅の供給に関し必要な事項 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 8 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3022　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要 一団の宅地造成が住宅建設における優良宅地の供給寄与に係る認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第62条の3第4項第14号ハ

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第62条の3第4項第14号ハ及び政令第38条の4第29項の規定による。 

　(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 

第62条の3 

4　第1項の規定は、法人が、平成4年1月1日から令和7年12月31日までの間に、その有する土地

等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。)の譲渡をし

た場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務

省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。 

(14)　その宅地の造成につき都市計画法第29条第1項の許可を要しない場合において住宅

建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個

人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続

人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しく

は包括受遺者。第7項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅に

より当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合

には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割に

より当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う

場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第7項において同じ。)に対す

る土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号

から第9号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。) 

イ　当該一団の宅地の面積が1,000平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地

の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。 

ロ　都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであるこ

と。 

ハ　当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するも

のであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行わ

れ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。 

 

　(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 

第38条の4 

29　法第62条の3第4項第14号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅

地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内

容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものと

する。 

(1)　宅地の用途に関する事項 

(2)　宅地としての安全性に関する事項 

(3)　給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項 

(4)　その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項 



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 8 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3023　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設における優良住宅の供給寄与に係

る認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第62条の3第4項第15号ニ

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第62条の3第4項第15号ニ及び政令第38条の4第31項の規定による。 

　(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 

第62条の3 

4　第1項の規定は、法人が、平成4年1月1日から令和7年12月31日までの間に、その有する土地

等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。)の譲渡をし

た場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務

省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。 

(15)　一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限

る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継

した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又

は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第7項において同じ。)又は法人(当該建設を

行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合

併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、

当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分

割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とす

る。同号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当

該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第10号まで又は

前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。) 

イ　一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。 

ロ　中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等

に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のも

のであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1,000平方メートル以上のも

のであることその他政令で定める要件を満たすものであること。 

ハ　前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。 

ニ　当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するも

のであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共

同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものにあつては、市

町村長)の認定を受けたものであること。 

 

　(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 

第38条の4 

31　法第62条の3第4項第15号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅で

その用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認

定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の

申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土

交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。 



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

2

 (1)　建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項 

(2)　住宅の床面積に関する事項 

(3)　その他優良な住宅の供給に関し必要な事項 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 8 月 1 日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3024　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要 譲渡宅地造成における優良宅地の供給寄与に係る認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第63条第3項第5号イ

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第63条第3項第5号イの規定による。 

(5)　その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地

(その面積が1000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲

渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イ

に掲げる要件)に該当するもの 

イ　当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて

政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該

認定の内容に適合していること。 

ロ　当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3025　  

担当部署:　税務課　 

 

処分の概要 新築の優良住宅における供給寄与に係る認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
租税特別措置法　第63条第3項第6号

 
法 令 番 号 昭和32年法律第26号

 【基準】 

　法第63条第3項第6号及び政令第38条の5第13項の規定による。 

　(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 

第63条 

3　第1項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該

当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しな

い。 

(6)　法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した

住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めると

ころにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地

(その面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲

渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを

除く。) 

 

　(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 

第38条の5 

13　法第63条第3項第6号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該

住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うもの

とする。 

(1)　建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項 

(2)　住宅の床面積に関する事項 

(3)　その他優良な住宅の供給に関し必要な事項 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3026　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 設立の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
商工会法　第23条第1項

 
法 令 番 号 昭和35年法律第89号

 【基準】 

　法第23条第1項及び第2項の規定による。 

　(設立の認可) 

第23条　発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並び

に経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申

請しなければならない。 

2　経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次

に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 

(1)　設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 

(2)　第13条本文に規定する者の2分の1以上が会員となるものであること。 

(3)　その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。 

(4)　その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。 

(5)　設立しようとする商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区

の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改

善発達に支障を生じないこと。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3027　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 総会招集の承認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
商工会法　第42条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)

 
法 令 番 号 昭和35年法律第89号

 【基準】 

　法第42条第5項の規定による。 

第42条 

5　第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に会長が総会招

集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。会長の

職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の1以上の同意を得たときも、同様と

する。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3028　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 定款の変更の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
商工会法　第44条第2項(第48条第5項において準用する場合を含む。)

 
法 令 番 号 昭和35年法律第89号

 【基準】 

　法第44条第2項の規定による。 

　(総会の決議) 

第44条 

2　会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由

その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更

の認可を申請しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3030　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 財産処分の方法の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
商工会法　第54条第1項及び第2項

 
法 令 番 号 昭和35年法律第89号

 【基準】 

　法第54条第1項及び第2項の規定による。 

　(財産処分の方法等) 

第54条　清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けな

ければならない。 

2　総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣

の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3031　  

担当部署:　総務課　 

 

処分の概要

公用等に供する土地を含む土地の一定の地域を定める承認(国土交通省所管の

国有財産(河川法第100条第1項に規定する準用河川の用に供されているもの及

び道路法第8条第1項に規定する市町村道の用に供されているもの(同法第92条

第1項の規定により不用物件となったものを含む。)で、県が管理するものに限

る。)に限る。)

 

法 令 名 

根 拠 条 項

土地改良法　第5条第6項(第48条第9項(第84条において準用する場合を含む。)、

第84条、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の

2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第

96条の3第5項において準用する場合を含む。)

 
法 令 番 号 昭和24年法律第195号

 【基準】 

　法第5条第6項の規定による。 

6　国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて

第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がな

ければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3032　  

担当部署:　総務課　 

 

処分の概要

土地改良事業(変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業を含む。)の施行

によりその地域に編入すべき土地で公用等に供するものに係る承認(国土交通

省所管の国有財産(河川法第100条第1項に規定する準用河川の用に供されてい

るもの及び道路法第8条第1項に規定する市町村道の用に供されているもの(同

法第92条第1項の規定により不用物件となったものを含む。)で、県が管理する

ものに限る。)に限る。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
土地改良法施行規則　第69条第4号及び第75条の2の2第5号

 
法 令 番 号 昭和24年農林省令第75号

 【基準】 

　省令第69条第4号及び第75条の2の2第5号の規定による。 

 

(4)　当該土地改良事業の施行によりその地域に編入すべき土地で国有地又は国若しくは

地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理

する行政庁又は地方公共団体の承認のあつたことを証する書面 

 

(5)　変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域に新たに編入すべ

き土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているもの

があるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認があつたことを証す

る書面 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3033　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 入会林野整備計画の適否の決定

 
法 令 名 

根 拠 条 項

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律　第6条第1項(第9条第

4項において準用する場合を含む。)

 
法 令 番 号 昭和41年法律第126号

 【基準】 

　法第6条第1項及び第2項の規定による。 

　(審査及び公告等) 

第6条　都道府県知事は、第3条の認可の申請があつたときは、当該申請に係る入会林野整備計

画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした入会権者の代

表者(以下「申請人代表者」という。)に通知しなければならない。 

2　都道府県知事は、第3条の認可の申請について、次の各号のいずれかに該当する場合を除

き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 

(1)　申請の手続又は入会林野整備計画の決定の手続若しくは内容が、法令又は法令に基づ

いてする行政庁の処分に違反しているとき。 

(2)　入会林野整備計画の内容が、当該入会林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増

進することが確実であると認められるものでないとき。 

(3)　入会林野整備計画の内容が、当該入会林野についての入会権に係る慣行その他当該入

会林野について存する権利関係からみて、一部の者に対し権利の集中その他の不当な利

益をもたらすものであると認められるとき。 

(4)　入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、

当該入会林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移

転の内容が、農地法第3条第2項各号のいずれかに該当するものであるとき(同法第5条第1

項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 8 月 1 日
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1

ID:　3034　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 入会林野整備計画の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律　第11条第1項

 
法 令 番 号 昭和41年法律第126号

 【基準】 

　法第11条第1項の規定による。 

　(認可及び金銭の供託) 

第11条　都道府県知事は、第7条第1項の規定による異議の申出(第9条第5項の規定によるもの

を含む。)がないとき、又は当該異議の申出があつた場合において、その全てについて、第

7条第4項において準用する行政不服審査法第45条第1項若しくは第2項の規定による裁決を

したとき、若しくは第7条第2項の協議が調つた旨の同条第3項の規定による報告があり若し

くは第8条第2項の調停が成立したとき(当該協議が調い又は当該調停が成立したことによ

り入会林野整備計画の変更を必要とするときを除く。)は、第3条の認可の申請に係る入会林

野整備計画(第9条第1項又は第2項の規定による変更の申請があつた場合には、当該申請に

係る変更後の入会林野整備計画。以下この条において同じ。)の認可をしなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3035　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 旧慣使用林野整備計画の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律　第22条第1項

 
法 令 番 号 昭和41年法律第126号

 【基準】 

　法第22条第1項の規定による。 

(認可及び金銭の供託等) 

第22条　都道府県知事は、第19条の認可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、当該申請に係る旧慣使用林野整備計画の認可をしなければなら

ない。 

(1)　申請の手続又は旧慣使用林野整備計画の決定の手続若しくは内容が、法令又は法令に

基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。 

(2)　旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野整備計画に係る土地の農林業上の

利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行うもの又はこれらの補助に係

るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。 

(3)　旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野についての旧慣からみて、一部の

者に対し権利の集中その他の不当な利益をもたらすものであると認められるとき。 

(4)　旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合

には、当該旧慣使用林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の

設定又は移転の内容が、農地法第3条第2項各号のいずれかに該当するものであるとき(同

法第5条第1項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 5 年 8 月 1 日
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1

ID:　3036　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 立木の伐採等の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項

森林法　第34条第1項及び第2項(これらの規定を第44条において準用する場合

を含む。)

 
法 令 番 号 昭和26年法律第249号

 【基準】 

　法第34条第1項から第5項までの規定による。 

　(保安林における制限) 

第34条　保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなけれ

ば、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

(1)　法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場

合 

(2)　次条第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合 

(3)　第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合 

(4)　第39条の4第1項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時

期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合 

(5)　森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合 

(6)　第188条第3項の規定に基づいて伐採する場合 

(7)　火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 

(8)　除伐する場合 

(9)　その他農林水産省令で定める場合 

2　保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、

家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その

他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

(1)　法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行とし

てする場合 

(2)　森林所有者等が第49条第1項の許可を受けてする場合 

(3)　第188条第3項の規定に基づいてする場合 

(4)　火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 

(5)　軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合 

(6)　その他農林水産省令で定める場合 

3　都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が

当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る

指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木につい

て当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしても

これにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集

団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認

められるときは、これを許可しなければならない。 

4　都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が

当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る
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 指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木につい

て当該申請が2以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすれば

これにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集

団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その

一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認めら

れるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又

は数量を縮減して、これを許可しなければならない。 

5　都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林

の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければなら

ない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3039　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 植栽の義務の例外の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
森林法施行規則　第72条

 
法 令 番 号 昭和26年農林省令第54号

 【基準】 

　省令第72条の規定による。 

　(植栽の義務の例外) 

第72条　法第34条の4ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道

府県知事が認めたときとする。 

(1)　火災、風水害その他の非常災害により当該伐採跡地の現況等に著しい変更を生じたた

め、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間又は樹種に関

する定めに従つて植栽をすることが著しく困難な場合 

(2)　保安林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林

及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のもの(人工植栽に係る森林に限る。)

について、択伐によりその立木を伐採した後、当該伐採跡地につき、当該保安林に係る指

定施業要件として定められている植栽の期間に関する定めに従わずに植栽をすることが

不適当でない場合 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3040　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 生産事業者の登録及び登録証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
林業種苗法　第10条第1項及び第12条第1項

 
法 令 番 号 昭和45年法律第89号

 【基準】 

　法第10条及び第12条第1項の規定による。 

　(生産事業者の登録) 

第10条　生産事業を行おうとする者は、その住所地(法人にあつては、その主たる事務所の所

在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 

2　前項の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

(1)　氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2)　生産事業の内容 

(3)　事業所の名称及び所在地 

(4)　生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所 

(5)　生産事業の開始年月日 

(6)　生産事業に従事する者で次項第3号イの講習会の課程を修了したものの氏名及び住所 

(7)　その他農林水産省令で定める事項 

3　都道府県知事は、前項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当する者である場合を除

き、政令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をしなければならない。 

(1)　この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた日から2年を経過しない者 

(2)　第15条第1項の規定により登録の取消しを受けた日から2年を経過しない者 

(3)　次に掲げる者以外の者 

イ　都道府県知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させることを目的とし

て行なう講習会の課程を修了した者 

ロ　イに掲げる者以外の者であつて、その生産事業に従事する使用人その他の従業者と

してイの講習会の課程を修了した者を置くもの(その置かれる当該講習会の課程を修

了した者のすべてが前2号のいずれかに該当するものを除く。) 

 

(登録証の交付及び備付け等) 

第12条　都道府県知事は、第10条第1項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し、次

に掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。 

(1)　登録番号及び登録年月日 

(2)　氏名又は名称及び住所 

(3)　生産事業の内容 

(4)　事業所の名称及び所在地 

(5)　生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所 

 
標準処理期間 30日

 備考



塩谷町　法適用申請に対する処分個票
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 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3041　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 登録証の書替え及び再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
林業種苗法　第13条第1項及び第2項

 
法 令 番 号 昭和45年法律第89号

 【基準】 

　法第13条第1項の規定による。 

(生産事業者の届出等) 

第13条　生産事業者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるとこ

ろにより、その住所地を管轄する都道府県知事に変更があつた事項及び変更の年月日を届

け出て、その書替交付を申請しなければならない。 

2　生産事業者は、登録証が滅失し、又は汚損したときは、農林水産省令で定めるところによ

り、その住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければ

ならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3045　  

担当部署:　総務課　 

 

処分の概要 火薬類の消費の許可(煙火の消費に係るものに限る。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
火薬類取締法　第25条第1項

 
法 令 番 号 昭和25年法律第149号

 【基準】 

　法第25条第1項及び第2項の規定による。 

　(消費) 

第25条　火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又

は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受け

なければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観

賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火

薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非

常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。 

2　都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると

認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認める

ときは、前項の許可をしてはならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3050　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 計画が政令で定める基準に適合する旨の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中小小売商業振興法　第4条第1項から第3項まで及び第6項

 
法 令 番 号 昭和48年法律第101号

 【基準】 

　法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定による。 

　(高度化事業計画の認定等) 

第4条　商店街振興組合等(商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事

業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法

律第185号)第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合

会をいう。)は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るた

め、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業

について、商店街整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備計画

が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。 

2　事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会は、主として中小小売商業者である組

合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を一の団地に集団して設置する事業(当該

事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。)について、

店舗集団化計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定

める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。 

3　第1号又は第2号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売

商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事

業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗等整備計

画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準

に適合するものである旨の認定を受けることができる。 

(1)　事業協同組合又は事業協同小組合　中小小売商業者である組合員のための共同店舗

又は休憩所、集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは共同店舗の設備(以下こ

の項及び第8項において「共同店舗等」という。)の設置の事業 

(2)　協業組合　組合の店舗又は休憩所、集会場その他の店舗と併設される施設若しくは店

舗の設備(次号において「店舗等」という。)の設置の事業 

(3)　他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本金の

額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする中小小売商業者　次

に掲げる事業 

イ　合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社

(合併後存続する会社を含む。)の店舗等の設置の事業 

ロ　出資により設立される会社及びその会社に出資しようとする中小小売商業者のため

の共同店舗等の設置の事業 

(4)　2以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社　

当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業 

6　中小企業者が出資している会社であつて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会

社」という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)

又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業
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 を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するため、共同店舗、アーケード、休憩所その

他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備等支援計画を作成し、これを経済産

業大臣に提出して、当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するものである

旨の認定を受けることができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3051　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 認定計画の変更の認定

 
法 令 名 

根 拠 条 項
中小小売商業振興法施行令　第9条第1項

 
法 令 番 号 昭和48年政令第286号

 【基準】 

　政令第9条第1項の規定による。 

　(認定計画の変更等) 

第9条　法第4条第1項から第6項までの規定による認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しく

はロ若しくは第4項第2号に規定する会社又は同条第6項に規定する特定会社は、同条第1項

から第6項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(次項において「認定計画」とい

う。)の変更をしようとするときは、当該変更が第2条から前条までに規定する要件に適合す

るものである旨の経済産業大臣(法第4条第4項又は第5項の規定による認定を受けた高度化

事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3055　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可並びに許可証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第9条第1項及び第7項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第9条第1項から第3項まで及び第7項の規定による。 

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 

第9条　学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕

獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、そ

れ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 

(1)　第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕

獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。 

(2)　希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。 

(3)　その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして

環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。 

2　前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府

県知事に許可の申請をしなければならない。 

3　環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等

又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならな

い。 

(1)　捕獲等又は採取等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。 

(2)　捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣

の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。 

(3)　捕獲等又は採取等によって第2種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る

鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(4)　捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域(以下「指定区

域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

7　環境大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところによ

り、許可証を交付しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3056　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 従事者証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第9条第8項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第9条第8項の規定による。 

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 

第9条 

8　第1項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定

鳥獣捕獲等事業者(第14条の2において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)その他適切かつ

効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の

定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、

その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」とい

う。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3057　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 許可証又は従事者証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第9条第9項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第9条第9項の規定による。 

　(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 

第9条 

9　第1項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第7項の許可証(以下単に「許可証」とい

う。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若し

くは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知

事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3060　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 飼養の登録及び登録票の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第19条第1項及び第3項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第19条第1項から第3項までの規定による。 

(飼養の登録) 

第19条　第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の

鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第22

条第1項及び第84条第1項第7号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を

管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第9条第4項に規定する有効

期間の末日から起算して30日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。 

2　前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令

で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。 

3　都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところ

により、登録票を交付しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日



塩谷町　法適用申請に対する処分個票

1

ID:　3061　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 登録の有効期間の更新

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第19条第5項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第19条第5項の規定による。 

　(飼養の登録) 

第19条 

5　前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第1項の規定により登録鳥獣(第1項の規定に

より登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の

申請により更新することができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3062　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 登録票の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第19条第6項(第21条第

2項において準用する場合を含む。)

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第19条第6項の規定による。 

　(飼養の登録) 

第19条 

6　登録鳥獣を飼養している者は、その者が第3項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当

該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところに

より、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3065　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 販売禁止鳥獣等の販売の許可及び販売許可証の交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第24条第1項及び第5項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第24条第1項、第2項及び第5項の規定による。 

　(販売禁止鳥獣等の販売の許可) 

第24条　学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売

をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

2　都道府県知事は、第11項において準用する第19条第2項の申請があったときは、当該申請に

係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。 

(1)　販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。 

(2)　販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

5　都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証

を交付しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3066　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 販売許可証の再交付

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第24条第6項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第24条第6項の規定による。 

6　第1項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)

を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知

事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3069　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 特別保護地区の区域内における行為の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第29条第7項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第29条第7項から第9項までの規定による。 

　(特別保護地区) 

第29条 

7　特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定

する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規

定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」とい

う。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保

護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道

府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限

りでない。 

(1)　建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 

(2)　水面を埋め立て、又は干拓すること。 

(3)　木竹を伐採すること。 

(4)　前3号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定

特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護

に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。 

8　前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護地区

にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許

可の申請をしなければならない。 

9　環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第7項の許可をしなければならない。 

(1)　当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(2)　当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3071　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 猟区の認可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第68条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第68条の規定による。 

(猟区の認可) 

第68条　狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、

放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定

めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県

知事の認可を受けることができる。 

2　前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲

げる事項を記載しなければならない。 

(1)　猟区の名称 

(2)　区域 

(3)　存続期間 

(4)　専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区(以下この節において「放鳥

獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類 

(5)　その他政令で定める事項 

3　猟区の存続期間は、10年を超えることができない。 

4　都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣

の捕獲等の調整の必要の有無、第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣の管理に及

ぼす影響の程度その他の事情を考慮して、これをしなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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1

ID:　3072　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要 猟区管理規程の変更等の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　第71条第1項

 
法 令 番 号 平成14年法律第88号

 【基準】 

　法第71条の規定による。 

　(猟区管理規程の変更等) 

第71条　猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に

係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道

府県知事の認可を受けなければならない。 

2　猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、

都道府県知事に届け出なければならない。 

3　前条第1項の規定は、第1項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合におい

て、同項の規定による廃止については、同条第1項中「同条第2項第1号から第3号までに掲げ

る事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替

えるものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3074　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 専用水道の布設工事に係る基準適合の確認

 
法 令 名 

根 拠 条 項
水道法　第32条

 
法 令 番 号 昭和32年法律第177号

 【基準】 

　法第32条の規定による。 

(確認) 

第32条　専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計

が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を

受けなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3080　  

担当部署:　住民課　 

 

処分の概要 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可及び施設等の変更等の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
墓地、埋葬等に関する法律　第10条

 
法 令 番 号 昭和23年法律第48号

 【基準】 

　法第10条の規定による。 

第10条　墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなけれ

ばならない。 

2　前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓

地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　3082　  

担当部署:　産業振興課　 

 

処分の概要

農用地利用集積等促進計画の認可(第18条第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する

土地が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合に係る

ものを除く。)

 
法 令 名 

根 拠 条 項
農地中間管理事業の推進に関する法律　第18条第1項

 
法 令 番 号 平成25年法律第101号

 【基準】 

　法第18条の規定による。 

(農用地利用集積等促進計画) 

第18条　農地中間管理機構は、農地中間管理事業(第2条第3項第1号から第4号までに掲げる業

務に係るものに限る。)の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは

移転(次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を受

け、又は賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定若しくは移転(以下「賃借

権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農林水産省令で定め

るところにより、農用地利用集積等促進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければな

らない。ただし、農地法その他の法令の規定により農地中間管理機構が農地中間管理権又は

経営受託権を取得する場合には、この限りでない。 

2　農用地利用集積等促進計画においては、当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる

次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 

(1)　農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託　次に掲げる

事項 

イ　農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を行う者の氏名又は名称及び住所 

ロ　農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等又は農作業の委託

を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

ハ　農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等を受ける場合に

は、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期

間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の

相手方及び方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農業の経営の委託者に

帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法 

ニ　農地中間管理機構がイに規定する者から農作業の委託を受ける場合には、当該農作

業の内容、契約期間並びに対価及びその支払の方法 

ホ　その他農林水産省令で定める事項 

(2)　農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託　次に掲げる事項 

イ　賃借権の設定等又は農作業の委託を受ける者の氏名又は名称及び住所 

ロ　イに規定する者が賃借権の設定等(その者が賃借権の設定等を受けた後において行

う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適

格法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。第5項第2号において同

じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。同項第3号に

おいて同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)又は農

作業の委託を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

ハ　ロに規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利

若しくは経営受託権の設定又は農作業の委託を受けている者がある場合には、その者

の氏名又は名称及び住所 
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 ニ　イに規定する者が賃借権の設定等を受ける場合には、当該権利の種類、内容(土地の

利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が

賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が経営受託権である

場合にあっては農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法 

ホ　イに規定する者が農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並び

に対価並びにその支払の相手方及び方法 

ヘ　イに規定する者が第21条第2項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借、使用貸借又

は農業経営等の委託の解除をする旨の条件 

ト　その他農林水産省令で定める事項 

3　農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、農林水産省令で定め

るところにより、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法

律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっ

ては、その長。以下同じ。)の意見を聴くとともに、前項第1号ロ又は第2号ロに規定する土

地が地域計画の区域内の土地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積等

促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められるかどうかについて当該地域計

画を定めた市町村の意見を、その他のときにあっては利害関係人の意見を聴かなければな

らない。 

4　農地中間管理機構は、第1項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取し

た意見を記載した書類を提出しなければならない。 

5　都道府県知事は、第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用集

積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければな

らない。 

(1)　農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合する

ものであること。 

(2)　第2項第2号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件

の全て(農地所有適格法人及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備える

こととなること。ただし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の50第1項第1号

に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借によ

る権利の設定又は移転を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。 

イ　耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事

業を行うと認められること。 

ロ　耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。 

(3)　第2項第2号イに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜

の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、次に掲げる要

件の全てを備えること。 

イ　その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定

的に農業経営を行うと見込まれること。 

ロ　その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第3条第3項第3号

に規定する業務執行役員等をいう。)のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養

畜の事業に常時従事すると認められること。 

(4)　第2項第1号ロに規定する土地ごとに、当該土地について所有権、地上権、永小作権、

質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する

者の全て(当該土地が農作業の委託を受ける土地である場合には、農作業の委託を行う者

に限る。)の同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権、

使用貸借による権利又は経営受託権(その存続期間が40年を超えないものに限る。)の設

定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、
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 当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。 

(5)　第2項第2号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者(同号ハに規定する者があ

る場合には、その者及び同号イに規定する者)の同意が得られていること。 

(6)　第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに

該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。 

イ　農用地であって、当該土地に係る第1項の権利の設定又は移転の内容が農地法第5条

第1項本文に規定する場合に該当するもの　同条第2項の規定により同条第1項の許可

をすることができない場合に該当しないこと。 

ロ　農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定す

る農用地区域内の土地であって、当該土地に係る第1項の権利の設定又は移転の内容が

同法第15条の2第1項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。)　

同条第4項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこ

と。 

6　都道府県知事は、第1項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用集

積等促進計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当

該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し

なければならない。ただし、農地中間管理機構が、第3項の規定による市町村の意見の聴取

において、あわせて、次の各号に掲げる土地のいずれかに該当する第2項第1号ロ又は第2号

ロに規定する土地がそれぞれ前項第6号イ又はロに定める要件に該当することについて意

見を聴き、その聴取した意見を第4項の書類に記載して都道府県知事に提出したときは、こ

の限りでない。 

(1)　前項第6号イに掲げる土地(農地法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内のもの

に限る。)　当該指定市町村の長 

(2)　前項第6号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項に規定

する指定市町村の区域内のものに限る。)　当該指定市町村の長 

7　都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞な

く、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 

8　前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定

めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。 

9　第7項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の

定めるところによって農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなす。 

10　農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第2条第5項第1号に

係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法(明治29年法律第89号)

第594条第2項又は第612条第1項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを

要しない。 

11　農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認め

るときは、第2項各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を示して

農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に対し要請することがで

きる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の

内容がこの項前段の規定による要請の内容と一致するものであるときは、第3項の規定にか

かわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。 

12　農地中間管理機構は、前項の規定による要請があったときは、当該要請の内容を勘案して

農用地利用集積等促進計画を定めるものとする。 

 
標準処理期間 30日

 備考
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 設 定 年 月 日 令和 7 年 8 月 1 日 最終変更年月日 令和 7 年 8 月 1 日
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ID:　5016　  

担当部署:　担当部署未定　 

 

処分の概要 風致地区内における行為の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令　

第3条第1項

 
法 令 番 号 昭和44年政令第317号

 【基準】 

　政令第3条第1項及び第4条の規定による。 

　(行為の制限) 

第3条　風致地区内においては、次に掲げる行為は、あらかじめ、面積が10ヘクタール以上の

風致地区にあつては都道府県知事(市(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域内にあつては、

当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)、その他の風致地区にあつては市町村の長

の許可を受けなければならないものとする。ただし、都市計画事業の施行として行う行為、

国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施

設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、非常災害のため必要な応急

措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものに

ついては、この限りでないものとする。 

(1)　建築物の建築その他工作物の建設 

(2)　建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の色彩の変更 

(3)　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。) 

(4)　水面の埋立て又は干拓 

(5)　木竹の伐採 

(6)　土石の類の採取 

(7)　屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137

号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の

促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同

じ。)の堆積 

(8)　前各号に掲げるもののほか、都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとし

て条例で定める行為 

　(許可の基準) 

第4条　都道府県知事等又は市町村の長は、前条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準(第

1号イ、ロ若しくはハ又は第4号イ若しくはハ(1)に掲げる基準にあつては、周辺の土地の状

況により風致の維持上これらの基準による必要がないと認められる場合を除く。)及びその

他の都市の風致を維持するため必要なものとして条例で定める基準に適合するものについ

ては、同項の許可をするものとする。 

(1)　建築物の建築については、次に該当するものであること。ただし、仮設の建築物及び

地下に設ける建築物については、この限りでない。 

イ　当該建築物の高さが8メートル以上15メートル以下の範囲内において条例で定める

高さを超えないこと。 

ロ　当該建築物の建ぺい率が10分の2以上10分の4以下の範囲内において条例で定める割

合を超えないこと。 

ハ　当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が1メート

ル以上3メートル以下の範囲内において条例で定める距離以上であること。 
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 ニ　当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく不調和でないこと。 

(2)　建築物以外の工作物の建設については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、

当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でない

こと。ただし、仮設の工作物及び地下に設ける工作物については、この限りでない。 

(3)　建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物

等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

(4)　宅地の造成等については、次に該当するものであること。 

イ　木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地

の面積に対する割合が、10パーセント以上60パーセント以下の範囲内において条例で

定める割合以上であること。 

ロ　宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及

ぼすおそれが少ないこと。 

ハ　1ヘクタールを超える宅地の造成等にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。 

(1)　宅地の造成等に係る土地の地形に応じ1・5メートル以上5メートル以下の範囲内

において条例で定める高さを超えてのりを生ずる切土又は盛土 

(2)　都市の風致の維持上特に枢要な森林で、面積が10ヘクタール以上の風致地区にあ

つては都道府県知事等、その他の風致地区にあつては市町村の長があらかじめ指定

したものの伐採 

ニ　1ヘクタール以下の宅地の造成等でハ(1)に規定する切土又は盛土を伴うものにあつ

ては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのり

が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないもので

あること。 

(5)　水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。 

イ　適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の

土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。 

ロ　当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼす

おそれが少ないこと。 

(6)　木竹の伐採のうち森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であると認められるも

のであり、かつ、伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないこと。 

(7)　土石の類の採取については、採取の方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区

域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

(8)　屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその

周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 5 年 10 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日
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ID:　5116　  

担当部署:　建設水道課　 

 

処分の概要 障害物の伐除の許可

 
法 令 名 

根 拠 条 項
住宅地区改良法　第21条第1項及び第3項

 
法 令 番 号 昭和35年法律第84号

 【基準】 

　法第21条の規定による。 

　(障害物の伐除及び土地の試掘等) 

第21条　前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、

その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは

垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボ

ーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合

において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないとき

は、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該

土地の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことがで

きる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有

者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者

に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。 

2　前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、

伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の3日前までに、当該障害物又は当該土

地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。 

3　第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障

害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその

場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないと

きは、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規

定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該

障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、

その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。 

 
標準処理期間 30日

 備考

  

 設 定 年 月 日 令和 3 年 4 月 1 日 最終変更年月日 　年　　月　　日


